
 

 

 

 

 

 

食品に関するリスクコミュニケーション（大阪） 

―魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価に関する意見交換会― 
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主催：食品安全委員会 



午後２時００分 開会 

（１）開会 

○司会（西郷） 皆さん、こんにちは。定刻にはまだ１～２分ございますけれども、そろ

そろ始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、「食品に関するリスクコミュニケーション－魚介類等に含まれるメチル水銀に係

る食品健康影響評価に関する意見交換会－」にわざわざお運びいただきまして、ありがと

うございます。 

 私は、食品安全委員会事務局の西郷と申します。よろしくお願いいたします。 

 最初に、お配りしております資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 「配布資料一覧」が入っておりますので、見ていただければと存じますけれども、「議事

次第」、「講演者等プロフィール」が１枚、「座席表」、これはパネルディスカッションのと

きの座席表でございます。 

 資料１が今日の最初の講演の資料でございますが、実際にご講演にはこれ以外のスライ

ドもご用意いただいたようでございますので、前の方を見ながら聞いていただければと思

います。 

 資料２が、少し厚くなっておりますが、「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康

影響評価（案）」、これが今日の議論の対象となります評価の案でございます。 

 資料３が、評価の案と一緒に、今、当委員会のホームページに載せておりますけれども、

「評価（案）のポイントについて」ということで、わかりやすくエッセンスを紙芝居のよ

うにしたものでございます。 

 参考資料１といたしまして、実はメチル水銀に係る食品健康影響評価につきましては、

７月 22 日まで意見・情報の募集をしているところでございます。それのプレスリリース

が１つ。参考資料２といたしまして、今回の評価のきっかけになりました厚生労働省から

食品安全委員会への評価の依頼でございます。裏の方に、その考え方が書いてございます。 

 あと、アンケートが入ってございます。これは、私ども、今後こういうような意見交換

会をあちこちでやっていく際の参考にさせていただきたいと思いますので、ご記入の上、

お帰りのときに受付に置いていっていただければと存じます。それと、食品安全委員会の

小さなリーフレットでございます。「食品の安全性に関する用語集（改訂版）」という小冊

子でございます。それから、「食品安全」という私どもの季刊誌の第４号。実は第５号まで

出ているのでございますが、第４号の裏表紙を見ていただきますと、今日も参っておりま
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すが、当委員会の小泉直子委員が、この問題について若干解説をしているのがついており

ますので、ご参考までにつけております。 

 お配りしているものは以上でございます。もし不足等がございますれば、係にお申し出

ください。 

 それでは、本日の意見交換会の趣旨につきまして、若干ご説明を申し上げたいと思いま

す。 

 先ほど申し上げましたように、昨年の７月に厚生労働省から、魚介類等に含まれるメチ

ル水銀につきまして、食品安全委員会にリスク評価の依頼がございました。それ以来、食

品安全委員会でいろんな専門調査会がございますが、本日ご講演いただく佐藤座長を中心

といたします汚染物質専門調査会で６回にわたるご議論をいただき、大体議論がまとまり、

６月23日の食品安全委員会で、それでは関係者の皆様から意見をいただくということで、

今、手続中でございます。 

 本日はこういった意見交換会をさせていただくのでございますけれども、19日には東京

で同じような意見交換会をすることとしております。22日が意見の募集の締め切りでござ

いますので、どのような議論が出たかにつきましては、また汚染物質専門調査会のメンバ

ーに見ていただきまして、その後、どういうふうにするかといったことについて、食品安

全委員会でも議論をしていくということになっているわけでございます。その結果、もし

まとまれば、厚生労働省に評価結果ということでお返しするという段取りになっているも

のでございます。 

 本日の進め方でございますが、議事次第を見ていただければと思いますが、この後、ご

あいさつを申し上げました後、汚染物質専門調査会の佐藤座長から、今回の評価につきま

して解説をいただきます。その後、模様がえのため、ちょっと休憩をいただきます。その

後、パネルディスカッションとしまして、皆様との意見交換を予定してございます。 

 会場の都合等ございまして、本日に 17 時終了を目途でやりたいと思いますので、ご協

力のほどをお願いしたいと存じます。 

 

（２）開会挨拶 

○司会 それでは、早速でございますが、まず食品安全委員会から開会のごあいさつを、

小泉直子委員から申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○小泉委員 食品安全委員会の小泉でございます。 
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 本日は、お忙しい中この意見交換会にご参加くださり、ありがとうございます。開会に

当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 我が国は、不幸にも、２回にわたる大量曝露によるメチル水銀中毒事件を経験いたしま

した。この事件をきっかけに、メチル水銀に関する研究は、我が国を中心に非常に大きな

発展を遂げました。国際的な安全基準の設定に当たりましても、この水俣病の臨床疫学的

研究調査が基礎になりまして設定された経緯がございます。1972年の第16回ＪＥＣＦＡ、

この国際機関の基準におきましても、この研究をもとに設定されております。そのときの

一般人の耐容摂取量、１週間当たり 170μg 以下であれば安全であるという値が、いろい

ろ見直しをされながらも、現在まで引き継がれております。 

 しかし、メチル水銀は、胎児性水俣病が発生いたしましたように、胎盤を容易に通過す

るということから、1988年の第 33回ＪＥＣＦＡの会議におきまして、胎児への影響に関

する懸念が指摘されました。その結果、2003年には、リスクの高い妊婦に対する耐容摂取

量の見直しがなされました。 

 我が国でも、２年前に厚生労働省から、「水銀を含有する魚介類等の摂取に関する注意事

項」が公表されまして、国民の方々には、魚を摂取することに対して大きな不安を生じさ

せました。 

 そんな折に、一昨年７月に発足いたしました食品安全委員会は、食品に含まれるいろん

な有害物質につきまして、科学的知見に基づいて、中立・公正な立場でその安全性を評価

する機関として発足いたしました。 

 このたび、厚生労働省から、「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価」

の諮問を受けまして、審議の結果、６月 23 日、本日お渡ししました資料２にございます

ような評価書（案）を作成いたしました。 

 本日は、長年メチル水銀のご研究をされてこられました汚染物質専門調査会の座長でお

られます佐藤先生より、この審議結果の内容につきましてご説明いただくとともに、消費

者の方あるいは水産関係の方々等とともに意見交換会をいたしまして、双方向に実りある

意見交換ができればと期待しております。本日はよろしくお願い申し上げます。 

 開会のごあいさつとさせていただきます。 

○司会 ありがとうございました。 

 

（３）講演 
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○司会 それでは、早速でございますが、まず講演に入らせていただきたいと思います。 

 今お話がございましたように、「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価

について」、食品安全委員会汚染物質専門調査会座長、東北大学教授でいらっしゃいます佐

藤洋先生からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価について 
 

                  食品安全委員会汚染物質専門調査会座長 

佐 藤   洋 

 

ただいまご紹介いただきました佐藤でございます。皆さん、こんにちは。 

今日は、今ご紹介がありましたように、今回、メチル水銀の耐容摂取量を決めさせてい

ただいて、答申を出したということなんですけれども、それについての考え方を説明させ

ていただきたいと思っております。 

（パワーポイント映写） 

この耐容摂取量を決めることになったもとの研究は、皆さんご承知のように、セイシェ

ルとフェローの研究でございます。今までセイシェルやフェローの研究結果について、私

もいろいろお話しする機会があったんですけれども、今日は、その辺のところは紙の資料

がございますので、省略させていただいて、どういう考え方で数値を決めていったかとい

うことを、できるだけわかりやすくお話ししたいと思っております。 

とはいえ、例えば量－影響関係とか、量－反応関係とか、閾値――これがかなり大事な

概念になってくると思うんですけれども、あるいは無毒性量（ＮＯＡＥＬ）とか、ＬＯＡ

ＥＬとか、ふだんの生活で使わないような言葉が出てまいりますが、耐容摂取量というか

基準値を設定する根拠となる考え方について、まずご説明申し上げたいと思います。 

これは有害物に曝露される量、曝露というのもふだん使う言葉でなくて難しいのですけ

れども、要するに、食品の場合ですと、食品を食べることによって、そこにまじり込んで

いる有害物が体内に入ってくるわけですが、その量と生体影響の関係をどう考えているか

ということなのです。 

私どもの基本的な考え方は、有害な作用は、曝露量が、つまり、体の中に入ってくる量

がふえれば有害な作用も強くなる。そういう、いってみれば比較的単純な考え方です。量

が非常に多い場合には、死亡ということも起こるわけです。 

では、量が少ないときはどうなんだろうか。何か有害なものがちょっとでもあったら、

我々に対して生体影響が出てくるんだろうかというと、実はそうではないのです。ある一

定のところまで、ほとんど影響がないという量があります。それを我々は「閾値」といっ

ております。ですから、閾値以下であれば生体影響はないと考えられる。これが一般の化
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学物質です。ごく特殊な発がん物質とかそういうものは、こういう考え方をしない方がい

いというのもありますけれども、今日お話しするメチル水銀にしても、あるいはほかの食

品中の一般の汚染物質にしても、この考え方でいっていいだろうということになっていま

す。 

閾値を超えたら何が起こるかというと、いろんな影響が出てくるんですけれども、曝露

量が少ないうちは、曝露がなくなれば生体影響ももとに戻る、なくなるという可逆的な影

響が多いわけです。しかし、量が余り多過ぎると非可逆的な影響になる場合もあります。

そうなってくると、例えば有害なものは避けたとしても体に障害が残ってしまうことにな

るわけです。この非可逆的影響の最たるものが死亡ということになるわけですね。 

結局、この閾値をはっきりさせることができれば、それよりも少ない量であれば、我々

は恐らく安全に生活できるだろう。安心して生活できるだろうということになるわけです。 

食品の添加物や何かでも、安全とはいいながら大量にとれば何か健康影響が出るかもし

れない。あるいは農薬などの残留も、大量にあれば何か出るかもしれないということなん

ですけれども、毎日毎日とっていても、この量以下だったら大丈夫だよというＡＤＩは、

閾値を決めて、多くの場合、その１/100とか、あるいは１/10とか、物によってはもっと

小さい場合もあるかと思いますが、ある量の何分の１とかいうことで決めるわけです。実

際には、ＡＤＩ以下で使っていることが多いわけですね。 

これからお話しするメチル水銀の場合も、この閾値を求めて、その閾値以下であれば大

丈夫でしょうということになるわけです。しかし、閾値そのものを求めることは、一般に

はなかなか難しいわけです。今回の場合には、後からお話ししますけれども、ヒトのデー

タがあったからいいんですけれども、一般的には、動物実験から類推することが多いわけ

ですね。ヒトでは実験をすることが許されませんので、動物実験をして、例えば全然影響

が出なかった量を求めるわけです。ただ、それが本当に閾値かどうかというのはわからな

いですね。閾値よりもうちょっと下だったかもしれない。あるいは影響の出た最小の量を

求めることができるわけです。これをＬＯＡＥＬといいます。ただ、それが閾値のどれぐ

らい上なのかということも、実はなかなかわかりにくいことなんです。 

しかし、動物実験でこういうようなものを求めた上で、ある安全を考えたファクターを

掛けて、ＡＤＩならＡＤＩが決まるということが、基準設定ができるという根拠になるわ

けです。 

先ほどと同じことですが、ＮＯＡＥＬという無毒性量、有害な作用が観察されない量を
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求めて、さらに、データにも不確実性とかいろいろありますので、安全を図るためにも、

安全係数、現在は不確実係数ということが多いのですけれども、そういったものを掛けて

というか、数値ですから実際には割り算するんですけれども、小さい値にしていくという

ことが、一般的な基準設定の方法です。 

そのとき考えるのは、例えば先ほどいいましたように、動物実験から考えるとか、ある

いは実はＮＯＡＥＬが求まらなくて、有害事象を起こす最小の量が求まっているところか

ら考えるとか、いろんなことがありますので、そのたびに不確実係数をふやしていくこと

になります。 

大事なことは、ヒトはかなり個体差があるということなのです。この個体差も勘定の中

に入れるということも考えられます。特に一般食品の場合にはいろんな方々が食べるわけ

ですから、個体差の中にも、例えば年齢、性別、あるいは今日お話しするような妊娠をし

ているとか、していないとか、そういうようなこともあり得るわけです。ヒトの集団を考

えて、安全を考えるわけですから、この個体差も大事なファクターになってくるというこ

とになります。 

先ほどもちょっと申し上げましたように、今回のメチル水銀の耐容摂取量を決める際に

当たって、２つの研究を参考にいたしました。 

これは紙の資料にありますように、１つはフェロー諸島の研究です。フェロー諸島とい

うのは、今日は写真のスライドを用意してこなかったのですけれども、北海、イギリスと

アイスランドのちょうど中間ぐらいにある小さな島です。デンマーク領で、人口約４万弱

の人々が住んでいます。彼らは伝統的なクジラ漁をしておって、クジラを食べることが多

いのです。歯クジラです。生態系の中の食物連鎖の高位にいるクジラは、メチル水銀の濃

度が高いものがあったりするわけです。それがフェローで、住んでいる方々は、自分たち

はバイキングの子孫だと考えられているようですけれども、典型的な北欧の方々です。 

もう一方のセイシェルは、アフリカの沖にあります。マダガスカル島の北東の方なんで

しょうか、インド洋にある島です。そこはセイシェル共和国という１つの国でして、人口

は８万ちょっとぐらいだったと思いますけれども、多くの方々はアフリカ系の方々ですが、

インド系の方や中国系の方も、あるいはヨーロッパの子孫の方もいらっしゃるというとこ

ろです。そこはインド洋の魚がたくさんとれまして、たくさんの種類の魚を食べるわけで

すね。食べる量も半端でなくて、日本人も魚を食べる方なんでしょうけれども、年間の消

費量でいくと倍ぐらい食べる。年間の消費量が 75kg とか 80kg ぐらいあると聞いていま
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す。 

先ほど小泉委員の方からお話がありましたけれども、胎児期曝露の影響が気にされて、

この２つの島で調査研究が行われたわけです。この調査研究には 10 年以上の月日がかか

っていますし、人もお金もかなりつぎ込んだ研究だろうと考えられます。 

時間の関係もありまして、それ以上細かいことは触れませんけれども、研究の結果だけ

を紹介いたします。 

セイシェルの研究の結果は、メチル水銀曝露による影響はないというのが、総合的な研

究結果です。妊娠中にとったお母さん方の毛髪の水銀レベルが、実は胎児に対するメチル

水銀曝露のよい指標になると考えられているわけなんですけれども、その毛髪中の水銀濃

度を３ppmごとに区切ってグループ分けして、ボストンネーミングというある言葉の検査

を子供にするわけですね。お母さん方がメチル水銀の入った魚を食べて、胎児が曝露され

るということになるわけですけれども、そのお母さん方の毛髪中の水銀濃度の高い、低い

でグループ分けして、１つの検査をやってみた結果、ほとんど差がなかったというわけで

す。 

12ppm が曝露の一番高い群で、実際には 30ppm 近くの方々までいるんですけれども、

この区切りの 12ppm が、先ほどのＮＯＡＥＬと私どもは考えたということになります。

ですから、このグループ全体としては実際には影響のある方々が認められないので、この

最低値をＮＯＡＥＬととったということでございます。 

もう１つの研究結果はフェローでございますけれども、フェローの場合には、解析の方

法が若干違うのですが、幾つかの影響指標が曝露と関連するという結果を出しているわけ

です。そこからベンチマークドーズというのを算出しています。このベンチマークドーズ

というのは最近の新しい考え方で、なかなかわかりにくいと思いますので、後からまた別

にご説明申し上げますけれども、フェローの研究結果では、水銀の曝露が幾つかの検査結

果に影響を与えていたということです。 

どんな検査かというのも、資料２の方に書いてあるので、細かい話はやめますけれども、

簡単にいってしまえば知能検査みたいなものだと思ってください。例えば言葉をどれくら

い理解できるかというか、物の描いてある絵を見せて、どんどん名前をいわせていくわけ

ですね。あるいは、言葉のリストを検査者が読み上げて、そのリストのとおりに後で答え

させる。そういった検査の中で、星印のついた幾つかのものが曝露指標と、この場合、母

親の毛髪中の水銀濃度、フェローでは臍帯血もとってはかっていますけれども、結果は同
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じなのですが、そういったものが影響しているよという結果を出されたわけです。これは

メチル水銀曝露の影響があったということを示しております。 

ベンチマークドーズというのがフェローの場合には計算されていて、それも１つの耐容

摂取量の根拠になったわけでございますけれども、ベンチマークドーズとは何かというこ

とです。ドーズというから量という意味で、今まで量といっていたものなんですけれども、

幾つかの仮定があります。例えば曝露がなくとも、異常といっていいのかどうか本当はわ

からないのですが、ある値、これをカットオフ値といって恣意的に決めるものなんですが、

このカットオフ値を超える個体があるんだというのが、まず大前提です。 

有害作用のあるものに曝露されていると、カットオフ値を超える個体が２倍にふえる曝

露量を、ベンチマークドーズといいましょう。ベンチマークドーズというのは、実は統計

学的に計算されるものであって、統計学的な幅を持っています。その 95％信頼限界の下限

値をＢＭＤＬといいましょうということなんです。 

この３つをちょっと頭の中に置いておいていただいて、次の絵を見ていただきたいと思

います。 

横軸に曝露量があります。縦軸が検査の結果だと考えてください。話を簡単にするため

に、例えばこれは肝機能だと思ってください。何万人という人の肝機能をはかるわけです。

肝機能は、お酒を飲むと悪くなるんだというのは皆さん方ご存じだと思いますけれども、

お酒を全く飲まない人、曝露が０の人たちを何万人か集めてくると、この値がこういう正

規分布をすることになります。正規分布というのは、このあたりの値をとる人たちが非常

に多いということで、ここがちょうど平均値になるわけですね。肝機能の検査、ＧＯＴで

も、ＧＰＴでも、γＧＰＴでも何でもいいんですけれども、そういったデータをたくさん

とってくると、ある人は非常に低い。ある人は高い。けれども、真ん中ぐらいの値をとる

人たちが一番多いという分布をいたします。生物の性質上、こういうものは正規分布をす

ることが多いのです。確かに何万人というレベルで検査結果を見ると、こういう正規分布

をします。 

ところが、曝露が０、アルコールを全然飲まない人たちの間でも、あるカットオフ値、

例えば肝機能だと 40とか 60とかという数字になるかと思うんですけれども、それを超え

る人たちが何％かいることになります。それをＰ0と考えておくのです。 

今度はアルコールを飲む集団を考えてくるわけですけれども、そのときに正規分布がず

れた形と同じような形になるわけです。アルコールを飲む人たちは平均値が若干上がりま
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すけれども、分布としては同じようなものになるわけですね。そうすると、Ｐ０の面積が、

割合ということでＰ０％になるわけですけれども、それが倍になるところ。薄いピンクで

書いた部分がベンチマークレスポンスになるんですけれども、分布が移っていきますから、

異常と考えるカットオフ値を超えている割合が増加するわけですね。これがちょうど２倍

になるところ、その量をＢＭＤ（ベンチマークドーズ）といおうという約束事なのです。 

平均のところで見ていけばわかりやすいのですが、こういうある関数になっていきます。

お酒の量が上がれば上がるほどベンチマークレスポンス分はふえていきますから、カット

オフ値を超える人、つまり、異常値を示す人たちがどんどんふえますよということです。 

ベンチマークドーズは、曝露０のときに、カットオフ値を超える人たちがＰ０だけいる。

それが倍になる量をＢＭＤといいましょうということなのです。 

このＢＭＤは、先ほど申し上げたように統計学的なばらつきを持っています。一番もっ

ともらしいのがこのＢＭＤの近辺なのですけれども、95％信頼下限値がＢＭＤＬというこ

とになろうかと思います。 

この話は非常にややこしいのですけれども、違う考え方をしていただいてもいいかと思

うのですが、ＢＭＤの考え方は、曝露が０でもある影響があったというふうにとりあえず

考えてしまうわけですね。曝露がふえていくと、影響の出てくる割合がふえてくるわけで

す。ただ、量と影響との関係をあらわす関数は、ここでは 1本であらわしていますが、統

計学的には振れのある値なのです。ある幅を持った値です。 

先ほどいったように、Ｐ０の倍になるところがＢＭＤなのですが、もし 95％の信頼限界

ぎりぎりのところだったら、もっと低い濃度でもＰ０の倍になりますよというのがＢＭＤ

Ｌです。ただし、量－影響関係をあらわす関数はもともとの曲線が一番もっともらしいの

で、実はこの濃度は、影響がふえたかふえないかを統計的に検出できるぎりぎりの量だと

いう考え方もできるわけです。ですから、ＢＭＤＬは、ある意味では、多分影響がふえ始

めるところの量なんだろうと考えていただいてよろしいかと思います。 

フェローの研究を、ＢＭＤとＢＭＤＬであらわしてみると、こうなります。幾つか先ほ

どご覧に入れた有意の関係があるもので見てみると、例えばお母さんの毛髪中の濃度でい

きますと、ＢＭＤが 15～30ppm 程度になります。ＢＭＤＬという、何か影響が出てくる

だろうと考えられるぎりぎりの値だと、10～15ppmぐらいになるわけです。 

このうち、ＢＭＤとＢＭＤＬの差が大きいということは、先ほどの 95%信頼下限の幅が

大きく、統計的にも不安定だ。ＢＭＤができるだけ低くて、なおかつ、ＢＭＤＬとの差が
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少ないものということで、私どもは、先ほどのボストンネーミングという検査を選んで、

このＢＭＤＬを１つの基準のスタートとして考えたわけです。 

先ほどのセイシェルはＮＯＡＥＬということで、影響が起こっていませんよというレベ

ルで 12ppm、フェローの場合には、10ppmがＢＭＤＬで、何か影響が起こり始めるぎり

ぎりのところですよという意味合いだろうと考えられます。 

皆さん方、多分疑問に思われるかと思うんですけれども、何でセイシェルの場合は

12ppmという数字が何も起こらないよという数字で、フェローだとそれより低い 10が何

か起こり始めるかもしれないよという数値なのか。逆だったらわかりやすいわけですね。

ところが、フェローの方が数値が小さいということは、多分疑問に思われるかと思います。

私どももそれは疑問に思いますけれども、やはり調査地が違ったり、調査の方法が変わっ

たり、あるいは解析の方法が違うということで、こういうことは起こり得るんだろうなと

いうのが、我々の最終的な結論というか、理解の仕方だったわけです。 

ただし、これがそんなに大きく違っていないということはよかったと思っています。こ

れが２倍も 3倍も違っていたりすると、何のために基準値を計算するんだということをい

われかねないと思うのですが、ほとんど同じような値であったということは、１つの幸い

というか、あるいは、この数値がより有効性の高いものであると考えられたわけです。 

結局は、この 10と 12の平均値をとって、これ以下であれば何も影響が見られない値だ

と考えたわけです。ただ、これは妊娠中のお母さんの毛髪中の水銀濃度です。 

これは同じですが、セイシェルの結果とあわせて平均値をとったということです。 

それを絵であらわすと恐らくこんなことなのかなと思って。ＢＭＤＬというのは、何か

起こり始めるかもしれないというか、フェローの研究結果では、もともと何か影響がある

と考えているわけですね。それがふえ始めるかもしれないという濃度で、セイシェルの研

究結果はここがないと考えて、それが出てくる。実はセイシェルの場合は影響がなかった

というので、点線の部分の立ち上がりがどこになるのか、実際にはわからないのですけれ

ども、この間の平均値をとったということです。 

ですから、我々は 11ppm という、影響が起こらないでしょうというある数値を手に入

れたわけですけれども、この数値が実際にはどれくらい不確実なのか、あるいは確実なの

かということを考えたのです。 

まず、ヒトのデータであること。動物実験あるいは細胞を使った実験から、ＡＤＩのよ

うなものをつくることもあるわけですけれども、それに比べると、ヒトのデータでヒトの
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影響を評価しているわけですから、このデータの不確実性は非常に低いであろう。 

フェローとセイシェルという環境の全然違うところから出てきた数値も、ほとんど一緒

であるということからも、確実性は高いということです。 

それから、感受性の高い胎児期の曝露の影響を見ているということです。これはヒトの

集団から見れば感受性が一番高い、つまり、影響されやすいところを見ているので、これ

以上影響されやすいサブポピュレーションというか、集団の中のサブグループはいないわ

けです。 

それから、フェローとセイシェルは 1000人あるいは 700人を超えるような調査だった

のですけれども、胎児期曝露の影響をこんな大きな数で見ている研究はほかにもありませ

んので、数が多いということもデータの確実さを示すものです。 

影響指標も、非常にいろんな検査をやっています。１つの検査だけポンとやったのでは

なくて、実際には脳の機能を見ているわけですけれども、人間の脳の機能はいろんな能力

がありますので、いろんな側面から見なければいけない。それを多種類の影響指標で検討

した結果であるということで、このデータの不確実性は低いと我々は考えたわけです。 

メチル水銀は、多くの場合、魚に含まれているわけですけれども、お母さんが魚を食べ

ることによってメチル水銀が吸収され、それがお母さんの脳にも行きますけれども、胎盤

を通って赤ちゃんにも影響するということです。今、我々が求めたものはお母さんの髪の

毛の水銀濃度を指標としたものです。これを最終的には、耐容摂取量といって食べる量に

持ってこなければいけないわけです。 

食べる量に持ってくるためにはどうするのかということですが、毛髪中の水銀濃度を経

口摂取量に置きかえなければいけないわけですが、まず、血中水銀濃度を推定しましょう。

血中水銀濃度から経口摂取量を計算しましょうと考えたわけです。 

これは魚の摂取量と毛髪の水銀濃度の関係を示しているわけですが、私どもの研究室に

おります若い女性です。彼女は、独身でいたころは、今の若い人ですからお魚なんかほと

んど食べなかったのです。そのころのデータは 0.5ppmぐらいです。今、日本人の平均が

大体２～2.5ppm ぐらいですから、非常に低いわけです。ところが、彼女は結婚したら、

だんなさんの影響というか、だんなさんの家族の影響で、魚を食べるようになりました。

そうしたら、クーッと上がっていったのです。あとはふらついているのですけれども、こ

れはメチル水銀の摂取と毛髪水銀濃度がいい相関をしますよというデータです。 

なぜこんなことがわかるかというと、話し始めると長くなりますが、簡単にいいますと、
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髪の毛は１カ月に大体１～1.5cm伸びますね。そうすると、根元はきのうつくられた髪の

毛ですが、15cm先は実は 10カ月～１年前の髪の毛なんですよ。髪の毛がつくられるとき

にメチル水銀が入っていくわけですが、髪の毛に一たん入った水銀はそのまま残っている

のです。だから、髪の毛の先っぽの方は過去の曝露をあらわしているわけです。 

これは cmで書いてありますけれども、彼女の髪の毛の根元の方はきのうですが、18cm

もありますから、先っぽの方は１年半ぐらい前、ちょうど結婚したころの髪の毛なんです。

食生活が変わるとこうなるということです。ですから、髪の毛を使うことについては、い

いだろうということになります。 

これはメチル水銀がどういうふうに代謝するか、細かく書いてあるわけですが、食べる

と吸収されて血液の中に入ります。一部は髪の毛へ出ていくわけです。実は肝臓から排泄

されて、また腸から吸収されるという面倒くさい腸管循環というのもあるのですけれども、

これはちょっとなしにして、大体糞便中に出ていったり、あるいは体の中でも中枢神経系、

脳の方へ行ったり、あるいは妊婦さんですと、これが胎児の方へ行くというのは、先ほど

の絵にもあったとおりです。 

とりあえず毛髪から血中の濃度を推定して、その血中の濃度を摂食量との関係で決めて

いくというのが、次の我々の作業になるわけです。 

毛髪中の水銀濃度と血中の水銀濃度は、ある一定の比率になるということがわかってい

ます。これは 30年も 40年も前からわかっていたことなんですけれども、毛髪中の水銀濃

度と血中の水銀濃度の比は平均すると 250：１になります。つまり、毛髪の方が 250倍だ

け濃いということです。そうすると、先ほど求めた 11ppm は、血中の水銀濃度にすると

44μg/Ｌという値に相当します。μgは１/100万 gということですけれども、血液１ℓ中に

44μgだけメチル水銀があることになります。 

その次に我々がしたことは、その血中水銀濃度を維持するというのも変なんですけれど

も、メチル水銀も体の中から出ていきますから、それを保つ摂取量を推定するということ

になったのです。そのときに使ったのはワンコンパートメントモデルで、それで定常状態

を想定ということになります。 

ワンコンパートメントモデルとは何かというと、ちょっと面倒くさいのですが、血液と

か、脳とか、胎児とか、部屋がいっぱいあるのです。我々が考えているのは、とりあえず

は、食べた量と血液の関係だけでいいだろう。こういうコンパートメントをいっぱい考え

ると複雑になって、計算ができないというようなことが起こります。それはちょっとデー
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タの問題があるんですけれども、そうではなくて、単純に摂食量と血中濃度だけで考えれ

ばいいだろう。それを今、ワンコンパートメントモデルといっているわけです。 

例えばあるものを食べると、何でもいいんですけれども、血液中の濃度は上がります。

しかし、その後、排泄があるので下がるわけです。下がり切らないうちに次のものを食べ

ると、また上がっていきます。また下がります。これを繰り返していくわけですが、これ

を繰り返していったときに、グラフはだんだん寝てくるのです。結局、体の中の蓄積量が

多くなると、出ていく量も多くなって、どこかで飽和状態、つり合った状態になるという

ことです。 

我々の食事のとり方を考えてみると、大体の方は１日３回。２回の人もいるし、４回の

人もいるかもしれませんが、１カ月に１回しか食べないという人はいないですね。毎日毎

日、１回か２回か３回か４回か、５回食べる人は余りいないと思いますけれども、夜食も

含めて４回食べる人たちぐらいだろうと思います。そういう食事の仕方をしているので、

こういう小さな変動はありますけれども、最終的には、１つの指数曲線になっていきます。 

これで大事なことは、要するに、あるレベルを超えないということなんです。体の外へ

全然出ていかないとしますと、どんどんたまってきてしまうわけです。直線になってきて

しまいます。しかし、先ほどのように、上がったり下がったり細かい振れはありながら、

出ていく量が入ってくる量とつり合うところが出てきます。飽和状態、あるいは定常状態

といいますけれども、そうすると、食べ続けても、これは仮想の値ですが、血液中の濃度

は上がってこないという状態になります。これが、結局、ワンコンパートメントモデルの

定常状態ということになるわけです。 

そうすると、１日当たり食べる量を決めてやりさえすれば、これ以上上がらないよとい

う最高の血中濃度が計算できるということになるわけです。ここでは無影響レベルと書い

てありますけれども、血中濃度が上がれば影響が出て中毒が起こるかもしれないし、致死

的なことが起こるかもしれない。致死的なことが起こればそれ以上食べ続けることはでき

ませんので、この線は色が変えてありますけれども、そういった到達するレベルが１日当

たり食べる量で決まりますよということなんですね。 

これを、先ほどの 44μg/Ｌという数字で計算してやろうというのが、次です。式として

は、掛け算と割り算の式になりますけれども、血中濃度 44μgを１つの基準を設定する値

としたわけですが、これを維持するために毎日どれくらい食べ続けたらこういうふうにな

りますかというのを、１日どれくらい排泄されるか、血液の量、食べたものが全部吸収さ
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れるわけではないのですが、メチル水銀の場合には 95％以上吸収されます。一応 95％と

しております。血液の中に水銀がどれぐらいたまってくるかというのは、とった量の

0.05％だと実験的にわかっていますので、これをパラメータといいますけれども、こうい

ったものをパラメータとして計算することになります。 

体重は 50kg でも 60kg でも、血液量を出すときに体重を使っていますので、消えてし

まいますので何でもいいんですけれども、妊婦さんだと大体 62kg ぐらいかなということ

で計算しています。 

今の数値を当てはめて計算しますと、また数字が細かくて恐縮ですけれども、体重１kg

当たり 1.167μgとると、血液中の濃度が 44μgになります。そうすると、11ppmという

毛髪中の濃度になります。その数値は、実は先ほど申し上げたように、何の影響も見られ

ないという数値なのです。 

ところが、データをいろいろ精査する上で、ワンコンパートメントモデルのパラメータ

が、データによっては若干ずれる可能性があるということがわかってまいりました。先ほ

ど 250：１ですよといったのですけれども、いろんな調査を見てみると、これが若干動き

ます。 

それから、排泄係数が 0.014といったのですが、これは体の中にあるとしたら、１日当

たり 0.014 ですから 1.4％出ていきますよということなんですけれども、いろいろデータ

を見ていると、この排泄の係数も若干動くということがわかってきました。 

どういうふうに動くかというと、250：１というのは大まかな平均であって、実際には、

370：１から 140：１という比率で動くことが、いろいろな研究結果を見ているとデータ

でわかりました。そうすると、44と計算したのが、もしかすると 30ぐらいかもしれない。

あるいは、字をちょっと薄くしてあるのですが、高い方だとすると、80μg/Ｌに相当する

かもしれないということなんですね。44よりも低い方が実は問題なわけですね。我々は常

に安全を考えていかなければいけないのですから、こういった有害物の数値としては、低

い方を考えていかなければいけないわけです。 

排泄係数が 0.014ということだったのですが、これもいろいろな研究報告を見てみると、

最低で 0.059というのもある。つまり、出る量が 0.42倍、出にくい人もいる可能性がある

ということがわかってきたわけです。 

この２つを考えて、ここに式が書いてありますけれども、370を250で割ったのと、0.014

を 0.0059という数値で割ったのを掛け合わせると 3.5になるのですが、不確実係数として
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は、これを丸めて４としましょうというふうに考えたわけです。 

つまり、実際には 11ppmもしくは 44μgが何も起こらない数値ですよと考えたわけな

んですけれども、さらにそれを４で割ってあげましょう。 

実際には、先ほど求めた 1.167という毎日の摂取量を４で割ることになります。そうす

ると、0.292μg/kg という数値になってくるわけです。毎日の摂取量がこれだったら、安

全係数４を掛けた上での摂取量がこうなりますよということです。 

さらに、毎日毎日、こういう値を超えたとか、超えないとかというような話ではなくて、

メチル水銀の場合には代謝が比較的ゆっくりなので、１週間でどれくらいかということを

考えれば十分だということがわかっていますので、0.292をさらに１週間分掛けて、2.0と

いう数値が出てきたわけです。2.0μg/kg/週ということは、ある日はメチル水銀を少し余

分にとるかもしれない、ある日は量が少ないかもしれないけれども、１週間当たりにして

体重１kgに２μgであれば十分に安全ですよということになるわけですね。先ほどいった

ように、何も起こらないという数値にさらに安全係数４が掛かっていますよということに

なるわけです。 

国内外のリスク評価、先ほど小泉委員がいわれたのはこのあたりだと思いますけれども、

そういったものとの比較が書いてあります。 

これは、先ほどご紹介いただいたＪＥＣＦＡとの比較ですが、大体似たような考え方で

いっていますけれども、若干の違いがあります。それは、セイシェルやフェローの研究の

ＮＯＡＥＬあるいはＢＭＤＬに対する考え方、数値が若干違っているのですけれども、そ

れは余り大きな違いをもたらしません。 

不確実係数についても、実はＪＥＣＦＡは、先ほど我々が 1.167 といった数値を、1.5

μg といっています。若干大き目にいっているのです。ここで何か起こる量ではないとい

うことをいっているわけです。彼らは、トータルとしては 6.4という係数を掛けています。

２は、我々と同じように毛髪と血中濃度の変動幅です。3.2 というのは個体差のデフォー

ルトとよくいうのですが、要するに、何か考えるときに、もともと余りしっかりした証拠

があるわけではないのですが、これくらいにしておけばいいだろうと専門家の判断する値

で大体決まっているというのが、この 3.2というのが１つあるわけです。よくほかのリス

ク評価でも使われているのですけれども、それをそのまま持ってきているわけです。我々

の場合には、それをはっきり排泄係数というか、代謝の差だということで２にしているわ

けです。そういう違いがあります。 
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結果としては、ＪＥＣＦＡは 1.64というのを出しているわけですが、我々は２というも

のを出しています。ただ、ＪＥＣＦＡは、英語で恐縮ですが、uncertainty factor（不確実

係数）、安全係数をもうちょっと細かく検討して、減らすことができるんじゃないだろうか

というようなことを、彼らの評価書の最後の方に書いてあります。我々としては、こうい

うようなことを実際にできたんじゃないかと考えているわけです。 

対象とする集団が、実は妊婦さんというか、妊娠をしている方あるいは妊娠をしている

可能性のある方。女性がたくさんいらっしゃいますけれども、妊娠してすぐわかるのかど

うかというのは、私にはよくわからないのですが、そういう可能性のある方も含んで考え

てはいます。だが、生物学的にいえば、妊娠をしている方が対象なのです。 

それは何でかというと、感受性が一番高いのは胎児なのです。胎児が影響を受けるかも

しれないレベルで、成人ではほとんど何も出てこないと考えられてきたのですね。胎児を

ハイリスクグループ、つまり、感受性が一番高くて、危険が高いグループだと考えていい

のですが、実際に胎児にどれぐらいメチル水銀が行ったかというのは、お母さんのおなか

の中の話ですから、結局、わからないわけですね。先ほどいったようにワンコンパートメ

ントモデルで、お母さんの摂食量にするわけですけれども、そうなってくると、妊婦さん

が対象者ということになります。つまり、一般の成人の方とか、あるいは小児も含めて、

妊婦さん以外の方々は、対象にはしていませんよということをいっているわけです。 

平成15年に、厚生労働省からメチル水銀の摂取に関する注意勧告が出されたときには、

この辺が混乱して、妊婦さん向けに出したつもりだったんだけれども、そうでない人たち、

ありていにいえばおじさんたちが、これは大変だと感じてしまったところが困ったものだ

ったわけです。 

そういうようなことで、今回の耐容摂取量を想定している方々は、妊婦さんということ

になります。 

これで最後のスライドですが、今までお話ししてきたようなわけで決めてきたわけです

が、決める上で、幾つか考えを残してしまったような部分があります。 

これは何でもそうなんですけれども、有害物としてメチル水銀だけを含んだものはない

のです。これは別に魚だけでなくて、いろんなものがそうだと思うのですけれども、例え

ば栄養素も含んでいますし、あるいはＰＣＢなどのように、違う有害物を含んでいる可能

性があるわけです。 

セイシェルでいろんな影響が出なかったのは何でかという話がいろいろ議論されている
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のですが、１つは、魚の中に含まれている不飽和脂肪酸がよい働きをする。不飽和脂肪酸

というのは、胎児が脳を形成するに当たっては必要な栄養素だと考えられているわけです

ね。ですから、魚を食べることによって胎児に必要なものを与えて、それがメチル水銀の

影響を消してしまうような考え方もできなくはない。ただ、これは今のところ確証はあり

ません。そういう考え方をする人たちもいることはいるわけです。 

それ以外に、ＰＣＢの影響とか、悪い方向への影響、ＰＣＢも神経系への影響を持って

いるといわれているんですけれども、そういう悪い影響を持つものがもしかしたら一緒に

あって、その交絡作用を我々はきちんと評価していない可能性があります。これは我々の

今の科学の限界だろうと思うのですけれども、もともとデータがございませんので、それ

は何とも評価のしようがないわけです。 

ここ数年ですが、メチル水銀が冠動脈疾患、心臓の疾患、あるいは動脈硬化なんかと関

係あるんじゃないかという論文が、幾つか出始めています。ただ、私は、それは今評価す

るには足るデータではないだろうと思っております。それはなぜかというと、すべての論

文ではないのですが、多くの研究が１つの限られた地方からだけしか出ていないことと、

今の日本の現状を考えてみると、日本でも確かに心臓疾患、例えば心筋梗塞とかはふえて

いますけれども、もっと魚を食べていた時代に、そういうようなものはむしろなかったわ

けですから、かなりどうなのかなという感じがします。ただ、これは将来的には、研究を

きっちりフォローして、あるいは日本での研究もしていかなければいけないだろうと考え

ています。 

我々が決めたのは 2.0という数値だけなんですね。これはメチル水銀の値です。食べ物

の中にどれくらい、どう入っていて、どれくらい食べたらその数値になるのか、あるいは

それを超えるのかというのは、また別な問題です。それはやはりきちんとしたデータベー

スがないとそういう計算もできないわけで、現実の生活の中では、何をどの程度食べても

いいのかというのが恐らく大事になってくるかと思いますが、これは食品安全委員会の仕

事ということではないだろうと思います。それは私どもの評価の中では当然考えられない

わけですし、私どもとしては、その数値を出すことが自分たちの任務だと考えております。 

これで、どうしてこういう数値になったかという大まかなお話をしたつもりですけれど

も、これは我々にとってもかなり難しい作業だったし、考え方を整理するのも大変だった

わけです。ですから、そういう中で、言葉の使い方もやはりなかなか難しくて、かみ砕い

てお話しするのが難しくて、私としても、皆さん方にどれくらいお伝えすることができた
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かというのは自信がないんですけれども、もしわかりにくい部分がありましたら、後ほど

のパネルディスカッションなり意見交換の場でご質問いただければ、できるだけわかりや

すく答えようとは思っています。専門の言葉を使った方が説明できるというようなことも

ありまして、それができなくて大変申しわけないと思ったんですけれども、私に与えられ

た時間がそろそろ終わりますので、私からのお話はこれくらいにさせていただきたいと思

います。 

ご清聴どうもありがとうございました。（拍手） 

 

○司会 佐藤先生、どうもありがとうございました。 

 いろいろご質問等あろうかと存じますけれども、後ほどのパネルディスカッションある

いは意見交換のときに、まとめていただければと思います。 

それでは、今からちょっと模様がえをいたしますので、15分ほど休憩して、３時 20分

から再開したいと思いますので、３時 20分までにお席の方にお戻りください。 

それでは、休憩に入らせていただきます。ありがとうございました。 

 

休  憩 

 

（４）パネルディスカッション及び会場参加者との意見交換 

○司会 それでは、時間でございますので、パネルディスカッション及び意見交換に入ら

せていただきたいと存じます。 

 では、今日パネルディスカッションをしていただくメンバーをご紹介させていただきま

す。 

 最初に、パネルディスカッションのコーディネーターということでお願いしております

日本経済新聞編集委員の中村雅美さんです。中村さんは、プロフィールを見ていただけれ

ばと思いますけれども、日本経済新聞の科学技術関係の要職をずっと歴任されております。

「日経サイエンス」の編集長もされていたということでございます。現在、食品安全委員

会のリスクコミュニケーションの専門調査会のメンバーでもいらっしゃいます。よろしく

お願いいたします。 

 あと、パネリストでございますが、皆様方から向かって左側、今、今回のメチル水銀の

評価についてご説明いただいた汚染物質専門調査会の佐藤座長でございます。 
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 消費者の立場から、今日ご議論いただきます特定非営利活動法人コンシューマーズ京都

（京都消団連）の事務局長をされておりますあざみ祥子さんでいらっしゃいます。環境問

題、食の問題、いろいろ手広くご活躍をされているということでございます。 

 そのお隣が、全国漁業協同組合連合会漁政部の高浜彰さんでいらっしゃいます。高浜さ

んは、水産資源管理、資源の回復、衛生の問題とか、その他、水産への新規就業の問題な

ど、手広く水産問題のエキスパートでいらっしゃいます。 

 食品安全委員会から、先ほどごあいさつ申し上げました小泉直子委員でございます。小

泉直子委員は、公衆衛生の専門家でございます。 

 それでは、パネルディスカッション、それから意見交換をお願いいたします。 

 では、中村コーディネーター、よろしくお願い申し上げます。 

○中村 ありがとうございます。中村です。 

 暑いですね、というのがつい口に出る季節になりました。今日は特に暑いですが、１時

間半ほどおつき合いいただければと思います。 

 先ほどご紹介がありましたように、今日は、意見交換会ですので、特に結論を出す場で

はありません。お互いのことを知り合う場ですので、後ほどフロアの方からもいろいろご

意見をいただければと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。 

 なぜこういう意見交換会を開くことになったのかという経緯につきましては、皆様お手

元の資料３、事務局の方でまとめていただきましたポイントがございますので、それをご

覧になってください。 

 また、用語の中に難しいものがございます。それにつきましては、お手元に用語解説が

あると思いますので、これをご参考になさってください。 

 それでは、パネルディスカッションを始めたいと思います。重ねて申し上げますけれど

も、今日のコミュニケーションの場は、特に胎児あるいは妊婦に関するメチル水銀の基準

値についての答申についてのことですので、我々も含めた一般人といいますか、おじさん、

おばさんたちはどうするのかというのは、後ほど話があると思います。 

 （パワーポイント映写） 

 理解を助けるために、まず私から２枚ほどのスライドを使って説明いたします。最初の

スライド、「図１．メチル水銀摂取量と健康影響」と書いてありますが、これは私たちの理

解を助けるためにつくったものです。 

 メチル水銀といいますと、水俣病という非常に不幸な事例を我々は経験していますが、
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今日話題になっていますことは、水俣病を中心としたメチル水銀による中毒の量ではなく

て、もう少し低い数値のことをお話ししていることをご理解していただきたいと思います。 

 色つきで表示してありますけれども、水俣病に代表されますメチル水銀の毒性、いわゆ

る中毒量があらわれるのは、このグラフの上の方のピンクから赤い表示になる部分です。

グラデーションで色の薄い方から、上の方はだんだん濃くなっておりますけれども、濃け

れば濃いほど影響があらわれると理解しております。 

 黄色になっておりますけれども、一番右の毛髪水銀濃度でいえば 50ppm 以下という領

域は、お手元の資料３の５ページ目の上の表のご理解を助ける意味で書きましたが、「胎児

への微細な影響が見いだされるかもしれない領域」ということです。これはどういうこと

を想起しているかといいますと、生まれてすぐの子供が、ポンと手をたたいたときに、人

よりも少し反応がおくれるかな、そういう子供が生まれる可能性があるかもしれない領域

だとご理解ください。 

 その下の領域は、先ほど佐藤座長からもお話がありましたように、安全と考えられる領

域、なおかつ、ここを拡大して少し見てみますと、2.0μg/kg/週が妊婦さんにとっての基

準量ということになるかと思います。こういう部分の話をしていることを、私たちの共通

認識としたいと思うのです。 

 小泉委員には、さらに敷衍して、先ほどから佐藤座長のお話にもありましたように、Ｊ

ＥＣＦＡ、世界保健機構と食糧農業機構の合同食品添加物専門家会議ですが、これらの基

準について、過去いろいろ出されております。これらの関連について少しお話をいただけ

ればなと思っております。 

○小泉 （パワーポイント映写） 

 これは同じことを申し上げているのですが、１日摂取量の比較、１人１日何μg 摂取す

るとどうなのかというレベルです。実態摂取量 8.4μgというのは、10年間平均で１日大

体これぐらいとっている。ＪＥＣＦＡは 11.4μgの基準を決めた。我々食品安全委員会で

決めたのは 17.1μgのレベルである。一般人の安全の暫定摂取量が 73 年に決まったのが

24.3だということで、今回議論しているのはこのレベルの検討をしているということです。 

 過去の水俣病あるいは新潟水俣病の体験からいいますと、最低発症量は 250μg であろ

う。さらに、実際に健康障害が起きるのは１日１mg 以上食べれば起こるのではないかと

いう、過去のデータからの図でございます。 

 これは、先ほど座長がお話しされたことと同じことなのですが、私、いろんな意見交換
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会に参りますと、有害物質は食べ続ければどんどんたまって、いつかは有害な症状が出る

のではないかという質問をよく受けます。しかし、本来メチル水銀は、全身の半減期が 70

日でございます。したがって、最初はどんどんたまっていきますが、ほぼ無限大、ずっと

食べ続ければ、妊婦さんであれば 1.72mg 以上はたまらない。例えば実態摂取量で 10 年

間の平均値 8.4μgですが、これを一生涯食べ続けても 0.85mgで頭打ちになってしまうと

いうことでございます。したがって、今回の耐容週間摂取量の設定は、この値について検

討しているんだということをご理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○中村 ありがとうございました。お話がありましたように、成人の男女は 1973 年に暫

定基準が決められておりますので、我々一般人は大体この範囲内でおさまっているという

ことで、今回は妊婦さんということで、17.1μg/day/人になっております。 

 今日は消費者の代表の方、漁業の関連の事業者の代表の方、お２人をお招きいたしてお

ります。それぞれの方から、まずこの基準値をご覧になってどう感じておられるかを中心

に、お話を伺います。 

 まず最初に、コンシューマーズ京都の事務局長のあざみさんに、消費者側からこの基準

値をどういうふうに見ているのか、あるいは、自分たちはどういうふうに感じているのか

を含めて、お話をいただきます。 

 では、あざみさん、よろしくいたします。 

○あざみ コンシューマーズ京都のあざみ祥子と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 私たちコンシューマーズ京都というのは、消費者団体なんです。70年代から消費者団体

としてやってまいりまして、三十有余年の暮らしの中のいろいろな問題、もちろんこうい

う食品の問題もありますし、環境問題もありますし、税金問題とか、公害問題にも触れて

まいりましたが、そういうさまざまな活動を重ねてまいりました。一昨年、ＮＰＯ法人を

とりまして、コンシューマーズ京都という名前にさせていただいたという団体です。 

 先ほど申しましたように、食品のところは、結成当時から大変関心の高い分野でありま

して、私たち、いろんな食品添加物を含めまして、いろいろ問題にしてきました。 

 最近になりまして、環境問題が大きな消費者問題の１つとして浮上してまいりました。

消費者運動としては、しばらく本当に環境問題一色ぐらいに頑張ってきたんですけれども、

その中で、特に環境の中に放出される化学物質とかそういうものの人体への影響が看過で
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きないことになってきているのではないかという問題意識を持ちまして、コンシューマー

ズ京都の中に化学物質リスク研究会というものを結成いたしました。ここでも３年ほど、

さまざまな問題をやっています。 

 暮らしの中に出る、特にごみを焼却する中で出てくる問題、あるいは商品を使用する段

階で出てくる化学物質、食べることによって出てくるものというようなことにつきまして、

まずは学習ですけれども、それなりの学習と、その時々の問題に対しての提言活動なども

やってまいりまして、例えば『くらしの中の化学物質』というような本を出したりもして

まいりました。 

 水俣病は過去の話のように先ほどもおっしゃいましたけれども、私たちの中では、水俣

病は、水銀汚染ということではかなり大きなインパクトのある事件でございまして、公害

問題、あるいは食品の化学物質汚染の問題から考えますと、本当に原点の問題だと考えて

います。ここで、私たちは京都におきまして、水俣病の皆さんを救済する訴訟活動などに

も関与してまいりました。 

 そのときに起こった衝撃的なことは、水俣の胎児に水銀が移行したという問題から、胎

児水俣病という問題が起こってまいりました。お母さんはそんなに大した症状が出ている

わけではないのに、子供のところに重篤な障害が起こったということがありまして、胎児

の問題は看過できないなということを考えました。 

 それから、サリドマイドの問題もやはり胎児のときの被曝の問題という形になると思い

ますので、そういうことを含めますと、すごくたくさんの化学物質が空中にいっぱいある、

あるいは土壌の中にいっぱいある、そして、食品の中にもいっぱいある中で、21世紀に向

けて、次世代の子供たちの健康を守るということは、私たち大人の責任だという考え方に

立っております。 

 そういう中では、化学物質の影響は本当はどういう形で起こってきているか。水俣病の

ようにすごくたくさん曝露されるということはないにしても、低量で長時間にわたってず

っと食べ続ける、あるいは摂取を続けるというような形になってきたときに、何が起こる

かという問題が大きいだろうと思っております。 

 化学物質のリスクとして考えられる現状は、本当に複合汚染といわれるようなものです

ね。やっぱり子供、胎児のときの影響が大事だ。それから、長期にわたるということでの

問題。それから、環境ホルモンという言葉でいわれていますように、ほかのいろんな問題

と一緒になってくるというようなことがあると考えます。そういうことで、遺伝とか、今
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の科学的知見の中では絶対にどうにもならないというものは別としまして、何とかして回

避できるものであるならば回避していこうというのが、次世代に対しての大人の責任だろ

うと考えております。そういう意味で、私たちは、予防原則といいますか、そういうもの

に立って物事を考えなければいけないのではないかと考えます。 

 今回のこの評価案は、胎児とか乳幼児等がハイリスクグループに含まれるかということ

なんですけれども、もちろん今いいましたように、やはり胎児は本当にハイリスクグルー

プの中にあると思いますので、ここに焦点を当てることは評価できると思っております。

世界的にもそういう格好で予防原則に立って、胎児のところとか弱い者のところに向けて

の評価が、今見直されていっていると考えておりますので、それは評価したいと思います。 

 しかし、今回は、先ほどもいわれましたように、胎児だけですよといわれますと、それ

でいいのかと疑問に思います。やはり大人のところも当然問題になってこようかと思いま

す。これはちょっと後で申し上げます。 

 今回、メチル水銀の耐容摂取量の設定というものをなさいましたけれども、私が今問題

にしましたような考え方でいきますと、今までの分は今までの分としながらも、胎児や乳

幼児に対しては、これからやはり一番厳しく規制値を設けておく必要があるのではないか

なと思います。そういうふうに考えますと、なぜ国際基準のＪＥＣＦＡの水準よりも高い

ところに設定してしまったのかということは最初から疑問で、どうしてこういうことにな

るのだろうと思います。ＥＰＡ（米国環境保護庁）が 0.7というのを出しているというデ

ータを、その前にちょうだいしております。私は、本当だったらこの辺でもいいのではな

いかと思っているところですが、食品安全委員会では２という数字を出されています。 

 これはなぜだろうと考えて、計算やらいろいろやってみましたら、不確実係数を、先ほ

ど先生は４といわれましたが、それが今まではほとんど 10 ということであったと思うん

です。ヒトからヒトですから、ヒトの疫学的な研究ですから、それは 10 として考えても

当然だろうと思うんですけれども、それを４になさった。なぜそういうことをわざわざな

さったんだろうなと思います。 

 このデータになっております疫学的調査というものに基づいて、ほかのところも評価し

ているわけですから、なぜ日本とＪＥＣＦＡとＥＰＡとが違うのだろうということで、私

はどちらかというと、やはり一番厳しいＥＰＡぐらいをとっていただくことが必要なので

はないかと思います。 

 そうしたら食べるものが何もないではないかというようなことになりますときには、そ
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れはそれでまた政策的ないろんな現実問題はあると思いますけれども、現実に合わせて数

値をゆるくするということになっているのではないかという気がしてしようがないのです。 

 もう１つ、ほかのところでは、例えば 1.6 にしても、1.6 にしましたよといいつつ、胎

児に配慮してという書き方がしてあったり、あるいは全然何も書いていなかったりという

ようなことがあるんですが、今回の評価案は、妊婦または妊婦の可能性のある方と、妊婦

に限って 2.0となさっているのです。 

 妊婦または妊婦の可能性のあるといいましても、胎児で曝露を受けていろんな問題が出

てくるというのは、本当は一番大きいのは８週間までといわれているんです。違う部分も

あると思いますが、８週間ぐらいのところが大きい。妊娠して８週間などというのは、ほ

とんどわからないですね。女性としても、まだ妊娠したかどうかわからない。あるいは妊

娠しようとしていても、気がついていないというような状態ですので、妊婦のみ、あるい

は妊婦の可能性のある人という書き方でなく、基本的には、妊娠可能性のある女性全般と

いうことになるのではないかなと思います。 

 そういうふうに考えますと、何も妊婦のみと限定する必要もないのではないか。それを

考えて、ＪＥＣＦＡの方もそういうふうにしているのではないかと考えます。 

 そういう２つのことから、基準値をもう少し厳しく設定されてもいいのではないかと考

えております。 

 以上です。 

○中村 ありがとうございました。たくさんのご疑問点をいただきました。後ほどまたい

ろいろディスカッションを深めたいと思います。 

 その前に、まずもうひと方のお話を伺います。今日は高浜さんにもお越しいただいてい

ますので、事業者の立場から見て、今回の基準をどういうふうにご覧になっているか、あ

るいは疑問がおありなのかどうかということもお話しいただければと思います。 

 では、よろしくお願いします。 

○高浜 全国漁業協同組合連合会の高浜と申します。 

 うちの団体は読んで字のごとく、漁業者の特に沿岸の方の方々とよく仕事をさせていた

だいております。漁業に関することについては、全般的な活動をやっておりますけれども、

今回、厚生労働省の方から食品安全委員会へ諮問を出されたときに、正直いって、その段

階からなぜ今そういうことをやられるのかなというような気がしておりましたが、今回、

リリースされたものを見させていただいて、あるいは、先ほど佐藤先生からのご説明も伺
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ったのですが、フェローとセイシェルでは疫学調査は全然違った結果が出ていた。食べて

いるものも、フェローの方はクジラとか、おととし出された厚生労働省のデータでも、ク

ジラ類は水銀濃度が非常に高いとされています。セイシェルの方はどちらかというと魚類

が中心だということで、中間的なものがないというか、極と極のデータをもってこういう

ことを決めるというのは、非常に難しい判断もされたんじゃないのかなと思います。 

 もう１つは、先ほどあざみさんの方から、外国のデータはもっと低いじゃないかという

お話もありましたが、気になっているのは、疫学の調査にしましても、今回の食品安全委

員会の諮問にしましても、外国でこういうふうなことがあったからというところが起因に

なっている。私どもとしましては、もっと日本人による日本人のデータが、今いっても仕

方ありませんが、これからやはりそういったことはなされていくべきなのではなかろうか。

実際に魚の食べ方も全然違っています。ですから、１つのものを毎日ずっと食べていると

いうような食生活は余りされていないと思うんです。特異な方はいらっしゃるかもしれま

せんが、我々も独自にいろんなアンケート調査なんかしても、魚の好きな人でも、割と満

遍なくいろんなものを食べていらっしゃるという食生活をされていて、固定のものをずっ

と食べ続けているというような実態には余りないんじゃなかろうかと思います。 

 したがって、いろんなリスクはあるかもしれませんが、人はそうやってヘッジしている。

また、日本では、今、幸いなことにいろんな魚介類が容易に手に入るような状況ですから、

みんなそうやって魚食を楽しんでいらっしゃるんではないかなと思います。 

 ２年前のときも、キンメダイあたりは非常にやり玉に上がりまして、こういうお話は余

りしたくないですけれども、皆さんも記憶に新しいところだと思いますが、今はおかげさ

まで取引は非常に正常な状態でされております。普通の方は影響はないということでいわ

れていましても、特に水銀となると、先ほどもありましたように、水俣病とかそういった

過去の不幸な歴史がどうしても頭をよぎる。日本人としては仕方がない部分かもしれませ

んが、冒頭ありましたとおり、リスクのレベルそのものが、もともとそんな高いレベルの

話をしているのではない。そこの部分については、やっぱり冷静に受けとめるべきかなと

思います。 

 ついつい魚全体が水銀に非常に汚染されているのではないかという印象になりがちでは

ありますが、自然界に水銀というのはあるわけです。水銀は全部人がつくっているもので

はなくて、水俣のときは、チッソという会社が肥料をつくるときに触媒として使ったもの

を海に流した。それは人為的にできたものですけれども、今、いわれている魚の中の水銀
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は、自然界の中に石ころや空気と同様にあるわけですね。そういうものがやはり食物連鎖

の中で蓄積されていくものだと私は理解しておりますし、おととしの摂食指導を決めたと

きも、そういうことが前段で触れられていたと思います。 

 食のリスクは、今、基本的には、全くゼロの食品を手にするのはほとんど不可能に近い

ような状態であろうかと思います。魚介類は非常に体にいいといわれているのは、皆さん

だれしもがお感じになっているというか、その辺のところは、幸いにして常識に近いよう

な話になっております。その辺のところ、水銀のリスクも今回、こういうふうにしてまと

められてはいますけれども、そういったものと上手につき合いながら、そういう中で、せ

っかく魚の優位性はたくさんあるわけですから、魚をとっている方の立場からすれば、魚

を避けるリスクの方が大きいのではないかと思うところであります。 

 今回の公表された結果につきましては、冒頭申し上げたとおり、非常に少ないデータの

中で決められていったのではなかろうか。今後は、もっと日本人の独自性を持ったデータ

が必要であって、日本は魚食の民でありますので、その辺のデータは蓄積を、先ほど魚介

に含まれている水銀のデータの蓄積が必要だとありましたが、人間の側の研究もあわせて

必要なのではなかろうかと思います。 

 以上です。  

○中村 ありがとうございました。 

 たくさんご指摘いただきましたけれども、最後におっしゃった日本が独自性を持ったデ

ータが必要ではないかなということは、後ほど佐藤座長にお答えいただければと思います。

その辺も、私たちも少し疑問に思っているところでございます。 

 ディスカッションを進めようと思いますが、その前に、お２人の方から幾つかご指摘を

いただきました。それについて少し明らかにしておく必要があるかと思いますので、佐藤

さんあるいは小泉さん、おわかりになられればお答えいただければと思うのです。 

 １つは、あざみさんからのご指摘がありましたように、今回は胎児あるいは妊婦に対す

る基準ですけれども、妊娠可能性のある女性といえばかなりの年齢層も含みますので、い

ろいろ配慮すると、むしろ女性全般とした方がいいのではないかというご指摘もありまし

た。先ほどの佐藤さんのお話では、胎盤を通して胎児にメチル水銀が移行する率が非常に

高いということですが、生まれた後、乳児の段階でもメチル水銀がお乳を介して行くこと

も考えられます。そういう意味では、今回、乳児あるいは幼児を事実上、基準の対象から

外したのはどういう意味なのかなということを、最初の疑問として思います。 
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 これは、乳幼児になりますと、先ほど小泉さんのご説明がありましたように、排泄とい

いますか、体の中のメチル水銀がだんだん飽和状態になってくる。排泄されるから一定の

量しかたまらないことと関係するのでしょうか。 

○佐藤 なぜ胎児だけなのかということでお答えしたいと思うのですけれども、資料２の

21 ページから、「ハイリスクグループについて」ということで、そこで乳児というのは、

この場合、母乳を得ている子供のことをいっているわけですけれども、あるいは小児は、

なぜそうでないのかということが書いてあるわけです。 

 かいつまんで申し上げますと、乳児は、先ほど来問題になっているかもしれませんけれ

ども、排泄の機能はまだでき上がっていない可能性は高いわけですね。ところが、実質的

には、母乳を介しての曝露が、胎児に比べるとかなり低くなっているということで、乳児

は、曝露の面から考えて、リスクは特に高くないだろうと考えたわけです。これは動物実

験、あるいはイラクでの水銀中毒の結果を見て考えたということです。 

 小児については、実際に小児期だけの曝露の研究というか、そういうことが全然興って

いないので、よくわかっていない部分もあるのですが、代謝の面から考えますと、成人と

ほとんど一緒であるというようなことで外しているということになります。 

 私、「外した」とちょっと申し上げましたけれども、そうではなくて、ハイリスクグルー

プは何かと考えたときに、胎児だということになるということです。胎児だということは、

先ほどあざみさんがちょっとおっしゃっていたんですけれども、妊娠の初期は実は胎児で

なくて、まだ胚ということになるのですけれども、そっちの方には恐らく影響はないだろ

うと考えられるのです。 

○中村 それは胎盤がまだつくられていないということなのでしょうか。 

○佐藤 胎盤ができた後に、胎児が育つためにいろんな物質が胎盤を通して行くときに、

メチル水銀も一緒に行ってしまうということなんです。まだ着床した胚で胎盤ができる前

ですと、やはり代謝が全然違いますので、そのときの影響は、胚もしくは胎芽と呼ばれる

ような、まだ赤ちゃんのていをしていない小さいもののときには、余り行かないだろうと

いうのが、我々の考え方なんです。 

○中村 先ほどあざみさんからご指摘がありました８週間以内が、今おっしゃった胚の段

階という理解でよろしいでしょうか。 

○佐藤 はい。ですから、むしろ赤ちゃんの形になって大きくなるときに、いろんな栄養

素も行かなければいけないのですけれども、そういう時期にこそメチル水銀が行ってしま
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う。なおかつ、まだ脳の構築が途中であるときに、感受性が一番高いのだろうと考えられ

ます。 

○中村 小泉さん、今のお話に何かつけ加えることございますでしょうか。 

○小泉 そのとおりなんですが、胎盤ができますのが大体４カ月後半なので、栄養がどん

どん行くのはむしろ妊娠後期であろうと私は思っています。 

○中村 先ほどあざみさんからＥＰＡ（アメリカ環境保護庁）が不確実係数を 10 にとっ

ているというご指摘がありましたね。今回は４というお話が佐藤座長からあった。この差

はどうなるか、私もちょっと疑問に思っているのですが、これに対して明確なご指摘はご

ざいますでしょうか。 

○佐藤 私どもとしては、科学的にどこに不確実性があるのだろうかというのをきちんと

詰めていって、４という数字を出したつもりでございます。実は先ほど話にも出たＪＥＣ

ＦＡも、ＥＰＡも、あるいはＡＴＳＤＲというアメリカの別な機関は、私どもと同じかも

うちょっと高いぐらいの値を出しているんですけれども、同じアメリカの中でも３倍ぐら

い違う値を出しておりますが、出発点となったところはほとんど一緒なんですね。出発点

となったところは、要するに、不確実係数もしくは安全係数を掛ける、というか実際には

割るわけですけれども、その前の数値は毛髪のレベルにすると 10ppm をちょっと超えた

あたりなのです。十数 ppm ぐらいです。ＥＰＡは血液の濃度でいっていますけれども、

それを毛髪の濃度に換算すると、ほぼ 12ppm ぐらいになりますので、出発点としてはほ

とんど同じです。 

 それはやはり先ほど申し上げた閾値を科学的に考えてみると、だれが考えても、どんな

機関で考えてみても同じぐらいの、考え方の本当にちょっとした差ぐらいしかないという

ことで出てくるわけです。 

 実際には、今コーディネーターがご指摘のように、不確実係数もしくは安全係数が違う

ことによって、結果の数字が違うわけですが、それはほかの機関にはほかの機関の考え方

があるのかなと。これは個人的な意見ですけれども、ＥＰＡの 10は、デフォールトの 10

をそのまま持ってきて、私の立場からすると、科学的な根拠は余りないです。実は、ヒト

の中の個体差を考えて 10 にするというのは従来伝統的に行われてきているわけですけれ

ども、この根拠はというふうにして見ると、余り根拠はないんですね。さらに、10のルー

トをとったものを個体差の中の代謝の部分と感受性の部分と分けるのですけれども、そう

いうふうになってくると、さらにないなという感じがいたします。 
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 私どもは、先ほどもご説明申し上げましたけれども、胎児という集団ですから、集団と

しては年齢も発達段階も均質なわけですけれども、そういうものの疫学のデータを見てや

っているから、個体差を余りとらなくてもいいだろう。むしろモデルを組み立てるときの

差の方をきちっと押さえて、そこから不確実係数、安全係数を出したんだという立場です。 

 それでお答えになったかどうかわからないんですけれども、やはりそれは物の見方が若

干違っているということだろうと思うのです。 

○中村 あざみさん、今のご説明で少しおわかりになりましたか。それとも、まだまだ疑

問があるというお考えでしょうか。 

○あざみ 10というのは、私の理解でしたら、やはり不確実だから、あるいはここまでき

ちっと出したんだけれども、しかし、念には念を入れて安全にという係数だろうと思うの

です。長年、ヒトからヒトの場合は 10、動物からヒトのときには 10、だから、動物実験

をヒトに当てはめて耐容摂取量を出すときには、10×10 にするというのは基礎みたいな

形で私たちは学んできておりますので、何で４にわざわざしちゃったのというのは、本当

にちょっとびっくりした格好なんです。これが世界的に共通する新しい知見の考え方であ

るんだとおっしゃいますならば、本当に私の知らないところですので、そうかなと思いま

す。 

 それから、胎児の考え方に関しましては、メチル水銀はこういうふうに移行するんだ、

結局、４カ月ぐらいからの胎児に移行するんだということであるならば、そのこともはっ

きりと文章化した中で提案されるべきではないかなと思います。 

○中村 そうですね。バックグラウンドといいますか、データを出された背景とかこうい

う意味があるということもしっかり押さえて周知されるのが、やっぱり一番いいのかと思

いますね。我々素人は、胚と胎児との違い、あるいは胎盤の形成の時期を混同してしまい

まして、妊娠初期にもメチル水銀がかなり行ってしまうのではないかと考えてしまいます

ので、妊娠全部を通して同じような危険なのかなと思ってしまいますので、その辺を踏ま

えて基準を提示された方がいいのではないかなと私も思います。 

 それから、あざみさんもご指摘がありましたように、人間の将来を考えた場合には、胎

児に対して基準を厳しくするというお考え、立場はよくわかりますので、これも踏まえて、

いろんな基準をつくる際にも、ぜひ念頭に置かれた方がいいのではないかと思います。 

 もう１点、これもお２方からご指摘があったんですが、ＪＥＣＦＡでは耐容週間摂取量

が 1.6μg/kg/週となっておりますが、今回は 2.0になっております。字面だけ見ますと、
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日本の基準はかなり緩いのではないかと一見思いますけれども、この辺の国際的な基準、

ＪＥＣＦＡが出している基準と、今回、食品安全委員会が諮問を受けて答申を出された 2.0

とは、少し乖離があるのではないか。この辺の説明をもう少しわかるようにお話しいただ

ければと思うのですが。 

○佐藤 先ほども申し上げましたけれども、出発点となる数値、私どもは毛髪中で 11ppm

ということだったわけですが、ＪＥＣＦＡはそれより若干高い 14.3ppm という数値にな

ります。その辺のところは、ＥＰＡも含めて大体一致しているというか、ほとんど近いと

ころにあるわけです。 

 ＪＥＣＦＡと私どもの違いは、結局、先ほども議論になりましたけれども、不確実係数

のところの違いなんですね。私どものところは４という数値なんですけれども、ＪＥＣＦ

Ａは 6.4という数値になっています。その中身はと申しますと、先ほどもいいましたよう

に、毛髪中の水銀濃度を血液中の水銀濃度に戻すところの不確実係数がＪＥＣＦＡは２と

考えているみたいなんです。その後、個体差みたいなところを√10の 3.2とＪＥＣＦＡは

考えているみたいなんですね。それで掛け合わせると２×3.2 で 6.4 ということになるん

ですけれども、私どもとしては、感受性の個体差は、あのデータを考えてみるとそんなに

考えなくていいだろう。つまり、感受性の一番高いところを見ているんだと私どもは考え

ていたわけです。むしろコンパートメントモデルから摂食量を出すところの不確実性の方

が、不確実性として定量的にきっちり押さえられているし、そこを入れるべきだろうと考

えて、４という数値にしているわけです。 

 ＪＥＣＦＡも、個体差の中に代謝を入れているようですけれども、その入れ方が、私ど

もの数値とは違って、√10を入れたというところで、結果として数値が違ってきたのかな

と思います。 

 先ほども講演の最後の方で申しましたけれども、ＪＥＣＦＡ自身も、トータルファクタ

ーとして 6.4だけれども、それをリファインして、リデュースすることができるのではな

かろうかと、彼ら自身のリスク評価を評価しているわけです。私どもは、そこのところを

代謝のモデルで不確実性をきっちり押さえることができたのではないかということで、４

になっているというところなんです。 

○中村 最後のところを少し敷衍しますと、今回の基準の方がＪＥＣＦＡよりも、よりリ

ファインしてきちっとした不確実係数をとっているという理解でよろしいのでしょうか。

あるいは、その辺はまだわからないという……。 
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○佐藤 ＪＥＣＦＡの人たちがリファインできるといっている中身がちょっとわかりませ

んけれども、私どもとしては、デフォールトで出てくる数値でなくて、データで出てくる

数値、あれは大体 2倍くらいですけれども、代謝の速度が遅い人たちがいて、その分を勘

定すると２倍というか、１/２にしないとぐあい悪いんじゃないかということで、２×２の

つもりで４にしているのです。実際には、掛け算しても 3.5ぐらいにしかならないのです

けれども、3.5とかというよりも４の方がわかりやすいのかなということなんです。 

 ですから、不確実係数の考え方が、やはり評価機関によって違ってきちゃうのかな。そ

の辺のところはいろんな人と議論してみないとわからないのですけれども、私どもとして

は、ＪＥＣＦＡのリファインをしたつもりでもいいのかなと思っております。 

○中村 外から見ていますと、基準が国際的なものよりも緩いと、その理由づけといいま

すか意味がしっかり伝わっていないと、何で緩めたのかなという無用な誤解といいますか、

理解をしがちです。その辺がもう少し正確に伝わるようにしてほしい。今回の食品安全委

員会の基準は、国際的な基準に比べて、決しておかしいものではない、決して手綱を緩め

たものではないということを胸張っていえるような形の方がいいのかなと思っております。 

 小泉委員、何かつけ加えることございますでしょうか。 

○小泉 佐藤座長は非常に学問的におっしゃっているのですが、結局、この不確実係数は

それほど確実にわかった数字ではないわけですね。例えばこれは農薬の話になりますが、

実験データからヒトに外挿するのを 10倍、個人の差が 10倍、どんな農薬であってもほと

んど 100倍を安全係数として見ているわけですね。じゃ、その 10というのが正しいのと

いうと、エイヤッと決めたようなところがありまして、10が本当に正しい数字ではないだ

ろうと私は思っています。しかし、世界共通で大抵は 100倍を安全係数として、１/100に

してＡＤＩを設定しております。 

 今回、私は佐藤座長を擁護するわけではありませんが、２と２、最初の毛髪中から血中

に変換するときの不確実係数２はＪＥＣＦＡと同じですが、後の代謝の速度の問題は、論

文から、そのばらつきぐあいをしっかり検討した結果、２の範囲に入るということで、ど

こへ出しても恥ずかしくないというんでしょうか、やはりきっちり検討した結果の不確実

係数ではないかなと私は思います。 

○中村 ありがとうございます。そういうふうにきちっとおっしゃっていただければ、非

常にわかりやすいことなんですけれども。 

 もう１つおつき合いください。高浜さんから今回の基準をつくったときの参考にしたの
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が、なぜフェロー諸島とセイシェルのデータなのか、もっと日本人に即したデータ、ある

いは日本の独自性を持ったデータで判断すべきではないかなというご指摘がありました。

これについてはフェローとセイシェルのデータしかないということなんでしょうか。ある

いは、片一方はクジラ類をよく食している、片一方は日本人に非常によく似ている魚食の

方々だということで、参考になるというふうなお考えなのでしょうか。その辺の疑問にお

答えいただければと思うのですが、佐藤さん、お願いできますしょうか。 

○佐藤 胎児期のメチル水銀曝露の研究は、実際にはこの２つだけではございませんが、

この２つが数としては一番多いもので、しっかりした研究だと考えられています。もう１

つ、ニュージーランドでやった研究もあるんですけれども、これは対象者の数が少なくな

っていたり、コホート研究という形で、胎児期曝露の影響ですから、最初に胎児期の曝露

をしっかり押さえて、その後、子供の成長を追いかけるということをやらなければいけな

いんですけれども、その辺の部分が必ずしもきっちりできていなくて、そういう意味で、

我々は余り評価の対象にはしなかったわけです。 

 セイシェルとフェローの研究は、そうなってくると残りのしっかりした研究の双璧であ

ろうと考えられます。国際的な機関あるいは外国の機関でも、多くの場合には、この２つ

の研究が基本になっている場合があります。 

 アメリカのＥＰＡでは、初め、イラクでの研究を対象にしたんですけれども、それは時

期的にも若干古くて、1970年代の出来事だったものですから、あと、検査自体が少々精度

を欠くものであったりしたので、そういうことを採用するのをやめて、フェローに切りか

えたというような事情もあります。 

 日本の研究データはないのかというお話を何度かされていますけれども、現在のところ、

ありません。実は、私の研究室でやっていますけれども、形として出すのにはまだ何年か

かかります。こういう研究は恐らく10年単位で考えていただかないといけないんですね。

まず妊娠中の方にお話をして、あなたのお子さんが生まれたら、あなたのお子さんの成長

を調べさせてください。我々の経験だと、大体３割か４割の人しか「うん」といいません。

フェローやセイシェルは、人口が小さいせいもあって、ほとんどの方が「うん」といって、

参加率が非常に高うございます。しかし、日本では、１/３ぐらいがいいところですね。ま

ず、そういうところがネックになります。 

 それから、やはり水俣病のイメージがあるみたいで、水銀の研究をやりますよというと、

皆さん、まず嫌がられるから、そういう数値になってしまうのだろうと思うのです。 
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 もう１つは、フェローの場合ですと、生まれた後、７歳まで実は何もしていません。日

本の研究費を出してくれるところは、７年間、何もしないで寝せておくような研究には、

ほとんどお金を出してくれません。結局、１年ごとにきちんと成果を出して、産業の創出

に結びつくような研究には、今の科学技術政策としてどんどんお金を出してくれます。し

かしながら、例えばセイシェルやフェローのような研究は、10年たって、セイシェルの場

合だとネガティブデータです。フェローの場合でも、いろんなところへ行って議論になる

ようなデータです。日本の科学技術政策の中では、そういうところへほとんどお金を出し

てくれないというのが現状なのです。時間がかかるわけだしというようなことで、こうい

う研究をするのはなかなか難しいというのが皆さん方に理解していただきたいことで、確

かに私ども研究者ができていなかったのは、我々の努力が足りなかったのかもしれません

けれども、今の現実の科学技術政策の中では、難しいと理解していただきたいなと思って

おります。 

 ちょっと自分の感想で申しわけないんですけれども、そういうようなこともあって、日

本のデータは、今、評価に堪えるものはなくて、つくっているところというか、何年かた

たないと出てこないということでございます。 

○中村 日本の科学技術の、あるいは科学技術予算の出し方まで話がいってしまいました

が、確かに大きな問題をはらんでいるところかと思います。 

 高浜さん、今のご説明に何かつけ加えることといますか、反論といいますか、あります

でしょうか。先ほど、魚の食べ方が違うのではないかというご指摘がありましたけれども。 

○高浜 書かれているものを見る限りは、やっぱり結果が極端に違っているような気がす

るんですね。ですから、それで評価するというのは、そういう材料の中で評価されたのだ

ろうとは思うのですが、非常に難しい判断をされたんじゃないのかなと思います。 

 そういうデータしかない中で、こういった基準が決められていく。予防原則の中では仕

方がないことかもしれませんが、私、個人的には、多少乱暴というか、不確定な部分がか

なりある中で決められたことなのかなと感じます。 

 それと、背景はいろいろご説明ございましたけれども、日本の中でそういうことがされ

ていないということについては、極めて残念だなとは思います。 

 以上です。 

○中村 ありがとうございました。 
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○中村 再三申し上げましたが、これはコミュニケーションの場ですので、壇上にいる者

たちだけがいろいろ意見のやりとりをしても、目的は半分しか達しません。せっかくの機

会でございますから、フロアの皆様から、どんな質問とか意見でも結構ですが、ちょうだ

いできたらと思います。こういう意見交換会をやりますと、行政の方、事業者の方がかな

り多くて、今日もその方が多いんですけれども、消費者、一般の方々の生の声をぜひ反映

したいなと我々考えておりますので、こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないかな、

恥をかくんじゃないかな、格好悪くて聞けないよということではなしに、どんなことでも

結構ですので、日ごろ思っていらっしゃること、あるいは疑問に考えておられることがあ

りましたら、ぜひこの機会にお話しいただければと思います。 

○青木 私は、青木と申します。 

 今、いろいろお話をお聞きしておりまして、かつて 1950 年代の後半に、原爆マグロの

問題がありました。60年代だったと思うのですが、やはり水銀マグロという問題が出まし

て……。 

○中村 60年代の後半、最後の方ですね。 

○青木 そのころ、私も漁船の冷凍設備の仕事をやっておりまして、漁業者も含めて、非

常に大きなパニックになった記憶がございます。その後、海洋汚染に関して、魚類の汚染

とか、いろんな問題があったんですけれども、そのころから水銀問題がありまして、これ

はフードピラミッドですね。水生生物の食物連鎖の中で高位に分類されるマグロにあるん

だと。その後、数年前か十数年前に、伊豆沖のキンメダイがボンと出てきまして、そこか

ら何事も非常にパニックになるような取り上げられ方がされて、実際にふだん私どもが何

げなく、というのは無意識で食材を選択し、食卓に並べているものに対して、そのことが

非常に間違っているようなエキセントリックな取り上げ方がされてしまうということに対

して、生産現場に近いところにいた者として、こういう取り上げ方について、もう少し緩

やかな取り上げ方がないだろうかということが、１つです。 

 たしかフランス（英国が正しい）だったと思うんですけれども、ヒジキがだめだという

ことで、これは砒素が含まれているということですね。ところが、日本は、これについて

は天然由来のものなので問題ありませんということで、取り上げられていないのです。 

 そういう中で、水銀に関しても、確かに胎児被曝とか乳幼児被曝ということは避けてい

かなければいけないんですけれども、それよりもっと大きなところ、この中で何μg がど

うこう、摂取量がどうこうというよりも、確かにキンメダイは何切れとか出ましたけれど
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も、先ほど高浜さんがいわれましたように、食材の選択とか、料理の取り上げ方、食べる

部位、こういったことについてももう少し考えていけば、そう恐れることではないんじゃ

ないかと思います。例えば料理を担当される主婦であったり、そういう方々のちょっとし

た工夫で解決できるのではないか。そういうことに対するもっと大きな立場でのガイダン

スも、この反対側であってもいいんじゃないか。ただ危険だ危険だという形での主張では

なしに。確かにそのことについては私は否定しませんけれども、それを避けるようなもっ

と大きな立場での情報等があってもいいんじゃないかと思います。 

 それから、先ほど佐藤先生が、日本でのデータがないとおっしゃるんですが、例えばセ

イシェルと日本の場合、もし間違ったら訂正したいと思いますが、魚類の年間平均摂取量

は半分ぐらい違うと思うのです。彼らの食べ方と日本の食べ方と、そういったところにつ

いての考察を何かなさっておられるかということをお聞きして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

○中村 ありがとうございます。 

 順不同になりますが、記憶の新しいうちに、最後の食べ方の問題ですね。それから摂取

量もなりますか。 

○青木 フェローというのは私、知らないんで、こちらの国はあれですけれども、セイシ

ェルについては、クジラの問題とか、日本の漁業界から見ていろいろ問題になる国なんで

すね。ということは、やはり彼らは魚を非常にたくさん食べているんですよ。そうすると、

先ほど小泉先生がいわれましたように、ある量を超えたら、体内蓄積量はふえない。とこ

ろが、胎児にしたら、その最大限のところで被曝する形になるわけですね。ですから、こ

れは考えなければいかぬと思うんですけれども、取り上げている基本が、日本とこうだと

か、日本のデータはないけれども、日本の摂取量はこのぐらいですよ、地域によってこの

ぐらいですよ、倍と半分ぐらい違いますよとか、そういったことが１つ入ることにおいて、

一般消費者の受け方は大分違うんじゃないかと思うのです。 

 それをもう少し掘り下げた、何μg の摂取量がどうこうということに入るために、あざ

みさんが先ほど日本のスタンダードは緩いとおっしゃられましたけれども、じゃ、あなた

は実際に魚でどれだけとったら安全か、そのことに翻訳しておられないと思うんですよ。

だから、消費者運動をするにしても、そういうことをもう少し取り上げて。これはクレー

ムじゃないんですけれども、そういった形でもう少し安全だということをしないと、私自

身が今いろんな中で考えておる食品についての非常に大きな問題は、生産者も悪いことが
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あります。けれども、消費者がもっと悪くしているということもあるんじゃないかと思い

ますので、一言。 

○中村 確かに取り上げ方をきめ細かくというご指摘はあります。佐藤さん、何かござい

ますでしょうか。 

○佐藤 魚の食べ方ということなんですけれども、講演の中でも申し上げましたように、

セイシェルは日本のほぼ倍ぐらい食べられています。私どもの調査ですと、平均ですけれ

ども、日本人は大体 35kg ぐらいんなんですね。セイシェルは 70kg を超えています。ち

なみに、我々が知っている限りの日本人の毛髪中の水銀のレベルは、先ほどの講演でもい

いましたけれども、大体２～３ppmぐらいの間なのです。地域によって違ったり、年齢に

よって違ったりしますけれども、大まかにいって大体そんなものです。ところが、セイシ

ェルの対象になった人たちは６ppmぐらいです。そうしますと、魚の食べ方の量を考えま

すと、勘定が大体合うことになります。ですから、逆にいえば、日本で食べている魚もセ

イシェルで食べている魚も、大まかな平均でいえば、水銀の濃度はほとんど一緒なのだろ

うなと思います。 

 もちろん民族差とか、あるいは気候の差とか、ほかの食べ物の差とか、いろいろあるか

とは思うのですけれども、セイシェルの方々の食事の仕方や何かは、日本人の魚をかなり

食べている方々と似ているんだろうなという想像は成り立って、そういうところから出て

きたデータを日本人のリスク評価に使うのは、かなりリーズナブルというか、できるので

はなかろうかと思います。 

○中村 魚の部位ももうちょっときめ細かく提示した方がいいというご指摘は確かにその

とおりで、これはどこがやるべきかということも含めて考えなきゃならないことだと思い

ます。あるいは、食品安全委員会がいいのか、現業の官庁がいいのか、消費者団体が自主

的にやるのがいいのかということも含めて、内臓を食べるのは非常に少ないとは思うので

すけれども、例えば大きな魚であれば腹の部分とか背の部分はやっぱり違うと思うので、

その辺を少し勘案するのも１つの知恵かなという気はいたします。 

 最初にご指摘になった、もうちょっと落ちついた知らせ方があるんじゃないかなという

ことで、これはメディアに対するご指摘も一部あるのかと私は考えております。確か昭和

48～49年ごろでしたか、水銀マグロの大騒動がありまして、結構センセーショナルなもの

があったことは記憶があります。あのときには、細かい数字はちょっと忘れたのですけれ

ども、たしかマグロのとろが 1週間に 200切れぐらいという見出しがある新聞に出たと思
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うのです。マグロのとろを１週間に 200切れも食べる人は、まずいないだろうと思うんで

す。「どうなる魚食民族」という見出しもあったかと思いますけれども、実際問題、読んだ

方は、これしか食えないのかという受けとめ方がされたと思うのです。 

 ですから、同じ基準を提示するのでも、提示の仕方はやっぱり工夫が必要かなと思いま

す。今の安全係数、不確実係数というのがありますけれども、これだけとっても安全なん

だよというようなことをしっかり伝えなければ、コミュニケーションをしっかりとらなけ

れば、誤って伝わるのではないか。要するに、違うとらえ方がされるんじゃないかなとい

う懸念もありますので、その伝え方の工夫は、確かにご指摘のとおり、必要かなという気

がいたします。 

 これは、我々も含めて、大きな反省点ではないかなと思っております。お答えになって

いるかどうかわかりませんけれども、そう考えております。 

○佐藤 ちょっとつけ加えさせていただいていいですか。 

○中村 佐藤さんもどうぞおっしゃってください。 

○佐藤 魚の話になっているから、申し上げておいた方がいいかと思うんですけれども、

私どもが評価したのはメチル水銀の評価なんですね。たまたま現在の我々の食品を考えて

みると、メチル水銀が入っているのは８割方魚だから、魚という話になっちゃうんでしょ

うけれども、私どもの評価の立場としては、魚であろうが、例えば実際にイラクでは、小

麦の中にまじり込んでいたというか、小麦を種子消毒するために使ったメチル水銀で、メ

チル水銀の中毒が起きているわけですけれども、小麦に人工的に吹きつけたメチル水銀で

あろうと、そういう小麦をえさにして育てた豚肉を食べてメチル水銀中毒が起こったとい

う症例もあります。それは肉から来るわけですけれども、私どもが評価するときには、そ

れは全部メチル水銀なのであって、魚の中にたくさん入っているからそういうふうに考え

てしまうのかもしれませんが、化学物質としてのメチル水銀の評価をしているんだとご理

解いただきたいと思います。 

○中村 あざみさん、何かございますでしょうか。 

○あざみ 私の方も、メチル水銀に対してどこまでを閾値とするかというふうに聞かれま

したので、それについての評価案に対しての私の意見を申し上げたという形になっており

ます。 

 私は、自分の立場としましては、20年来、日本型食生活の提案をしつつ、いろんなとこ

ろで食生活を教えたり、講演したりという立場にあります。水銀は、私たち日本人として
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はお魚をかなり摂取しているということがありますので、本当にびっくりしたのと同時に、

やっぱり非常に問題を感じました。その前というのか、相前後してといいますのか、魚に

おけるダイオキシン汚染が同じようにありまして、それは母乳から入るんじゃないかとい

うことで、何を食べたらいいの、どうしたらいいのというような若いお母さんたちの声も

聞かされました。 

 そういう中で、私たちは基本的には今の食生活は大事にしていこうと考えております。

しかし、１つの基準はきっちりと科学的につけておいてほしい。もしこの基準を現状に合

わせて非常に甘くするならば、じゃ、今後どうすればいいのかということだとか、あるい

は、例えば水銀が今の自然界では何ぼでもあるんだよということにはなっていますけれど

も、現実に水銀は、少しずつふえていっているのではないか。それは廃棄物の処理の方法

だとかというような問題もあるのではないかと考えていますが。そういうことに対しての

関心はなくなっていくだろうと思います。そういう意味で、１つの基準は安易に緩めない

でほしいという考え方を持っております。 

 しかし、それが科学的な知見に基づいてなされることであるならば、私は、それはそれ

で受け入れますので、決してこっちが正しいとかなんとかといっているわけじゃありませ

んが、疑問としてぶつけました。 

 あと、これからの問題としましては、ここではなく、厚生労働省とか、私たち現場の者

が、お魚というものは、どれぐらい、どのように食べたら、妊婦さんにはどのようにした

らいいんだろう。妊婦さんに、食べ方、調理の仕方も含めて、本当に丁寧に追跡しながら

教えていってあげる。それによって、胎児を持っているお母さんは自分の体も大事にしな

きゃいけないんだねというような形で教育していくことが必要なんだろうと思います。こ

れはやっぱり別の場所でやるべきだろうと思います。 

○中村 そうですね。各論といいますかそれぞれのことは、やっぱり自治体も含めて、ど

ういうセクターが一番適当なのか、いろいろ考えていかなきゃならぬと思いますね。 

 時間が許す限り、なるべくたくさんの方からご意見をいただければと思いますので、ど

うぞご遠慮なくお手を挙げてください。 

○中井 京都から参りました中井と申します。 

 佐藤先生のいろいろデータのお話も結構でございましたが、私たち主婦は、やはりお魚

をいろいろ料理しますけれども、どこの魚にでもメチル水銀というものが入っていると思

うのです。特に日々、生で食べるよりは、煮たり焼いたりした方がましだとか、また、加

 39



工の仕方によってその量が減るとか、１日の摂取量がどのお魚であれば大体どのくらいと

っていれば安全だ、そういうデータが欲しいんです。パーセントでは、私たちには、どう

いうふうにしてパーセントを見るかということもわかりませんので、日本では、日々食べ

るお魚が、近海物でしたら大体このぐらい食べていれば安全だとか、そういうデータが欲

しい。 

 妊婦の場合、妊娠するまでに若い人にもやはり蓄積されていると思うんです。その場合、

その人のデータをどういうふうにしてはかるのか。簡単なはかり方があるんですか。結婚

するときに、この人には何ぼたまっているというようなこと。そうすれば、結婚してから

妊娠するまでの量を控えるとか、そういうことがわかったらありがたいと思うのです。 

 水銀の量が ppm でいわれますけれども、それがどの魚にどれだけ入っているのか、私

たち主婦にはそういうことが全くわかりませんので、日ごろ食べる魚に。それと料理の仕

方とか、近海物に多いとか、遠洋の魚に多いとか、どういうものに一番たくさん入ってい

るとか、そういうデータがわかれば一番ありがたいと思うんですけれども。 

○中村 ありがとうございます。各論になると非常に難しい質問なんですが、少なくとも

魚種ですね、どの魚が一番、危険度といいますか基準にしたのかということぐらいは、現

段階ではわかりますよね。佐藤さん、いかがですか。 

○佐藤 ですから、私どもが評価したのは魚ではないのです。実は、講演の最後に申し上

げましたけれども、やっぱり魚ごとに、それも細かいデータがあった方がやりやすいでし

ょうということで、ただ、その話は、さっきあざみさんがおっしゃっていたみたいに、別

な場所でやるのかなという感じがいたします。 

 私がお答えできることですと、先ほど調理によってメチル水銀が抜けるかという質問だ

ったと思うのですが、それはほとんどありません。ですから、生で食べたら危ないとか、

調理をしたら安全になるとかというのは、この場合にはありません。魚のたんぱくにくっ

ついてしまうのだろうと思いますが、そういったものは簡単に離れてくるようなことはご

ざいませんので、魚だけでなくて、メチル水銀は調理によって食品から抜けてくることは

ほとんどあり得ないと考えていただいていいかと思います。 

 もう１つのご心配は、要するに、妊娠するつもりだったら、魚を減らした方がいいのか

というご質問だったかと思うのですけれども、その辺は、私もちょっと難しいところだろ

うと思うのです。ただ、先ほど私がお答えしたり、あるいは小泉委員からもお答えしたん

ですけれども、むしろ妊娠の後期の方が胎児への影響という意味では大きいわけですから、
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気がついてから食生活を若干変更するというようなことでも、間に合わなくはないのだろ

うと思うのです。ですから、あらかじめ何かしなきゃいけないかということはないと思う

んですけれども、しても悪くはないなとは思います。あいまいな答えで申しわけありませ

んけれども。 

○中村 いや、今の段階でわかっていることを正確におっしゃった方が、むしろ誤解を招

かないと思います。ということだそうです。 

 高浜さん、ちょっとお答えにくいかもしれませんが、例えば今ご質問がありましたよう

に、魚であれば、産地まではなかなか難しいかと思いますが、遠洋物と近海物とではメチ

ル水銀の量が違うのかというのは、データもないですから、現段階ではお答えにくい面も

あるかと思いますが、ただ、そういうことを少し調べようかなという機運は組合にあるん

でしょうか。 

○高浜 水銀がどれぐらい入っているかというのは、水産庁の方では、データは取りまと

めていらっしゃいますね。 

○中村 そうですね。もしおわかりになりましたら、後ほど輸入物と近海物と、数字があ

ればお教えいただこうと思いますけれども。 

○高浜 ただ、結局、今回 2.0という数字が出されたわけですが、ハイリスクグループは

胎児ということで、2.0 が高いか低いかはそれぞれいろいろ議論のあるところだと思いま

す。私にとってみれば、若干疑問の残るところでありますが、どの魚がこうでというよう

なことは余り気にされることではなくて、普通の人は何ぼ食べても大丈夫で、セイシェル

は日本の倍、食べていても、何の問題もなかったわけですから、そこをちゃんと押さえな

いと、心配事ばかりずっとしていても仕方がないのかなと。押さえるべきところは押さえ

つつということだと思いますけれども、その辺のところは、先ほど佐藤先生からもありま

したけれども、また別の場で議論されることだとは思いますけれども。 

○中村 そうですね。ありがとうございます。 

 水産庁の方はいらっしゃいますか。参考のために、例えば輸入の魚とか、近海物はどれ

くらいあるか。大体の数字だけでも教えていただけますでしょうか。 

○丹羽 水産庁でございます。今のご質問ですけれども、先ほど来ありますように、食物

連鎖で高い位置にあるもの、つまり、魚を食べるような魚とか、そういうようなものが水

銀の蓄積が高くなる傾向にあるということは事実でございまして、先ほどパネラーの方か

らもお話がありましたように、一昨年、キンメダイというようなものが高いということで
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摂食指導が出たということで、具体的なものでいけば、そういうような魚種になるという

ことでございます。 

 ただ、今、高浜さんから話がありましたように、パネルディスカッションの前に小泉先

生の方からもございましたように、一般人の方自体は、今の規制値から考えて、食事の実

態を見ると、１/３ぐらいしかメチル水銀を食べていない。私どもの方も、こういった会と

かありますと、一般人の方が大丈夫なのかなと心配されて今のような質問をされる、そこ

がやはり風評被害というところで一番心配しているところでございまして、その基準値内

に十分おさまっているわけでございますので、そういった観点からは一般の方は心配され

ずに、今回は妊婦の方に限ったものであるとご理解いただければと思っております。 

 これはちょっと厚生労働省的なところもあるのかもしれませんが、水産庁としては、そ

のような意見でございます。 

○中村 ありがとうございます。もうお１方かお２方。どうぞお願いいたします。 

○女性 幾つか質問と意見をいわせていただきます。 

 １つは、資料３の１ページ目の２つの枠のスライドのところに、「なぜ？」ということで、

今回、なぜ評価することになったのかというところの３行目に、これは既に発表されたも

のだと思いますけれども、それの「見直しについて検討するため」ということがございま

すが、見直しをするというのは、何か理由みたいなものがあってそうだったのかというお

尋ねが、第１点でございます。 

 今までのお話し合いをお聞きして思いますことは、確かに食品安全委員会は科学的に評

価をして、その結果を発表するということで、同じ資料３の中の９ページに「結論」と書

いていただいておりますけれども、それがお役目だということは、私はよくわかります。

しかし、このお話の中でも、ここに書いてあることが本当にそのまま理解されるかという

ことと、結論を書いているということとは、全く別問題だというご理解が必要かと。委員

会の方にそういう理解をしていただきたいのが１つでございます。 

 例えば、今日の前のところに書いておりますように、「魚介類等に含まれる」というお話

になりますと、さっきの佐藤先生は必ずしもそうではなくて、トータルのメチル水銀だと

いうお話なのに、こういうふうになっているということですとか、あるいはこの対象が、

ここではハイリスクで妊婦さんの方がそうで、一般人の方は評価をしなくてもいいくらい

のものなんですみたいなことを、ちゃんとフォローしていかないと、正確にやっていただ

いたんだろうけれども、それが正確に受け取られるということはまず別問題だという認識
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をしていただいて、今日のお話の中でも、皆さんがちょっとひっかかるわということはど

ういうポイントなのかということを少しおまとめいただきまして、それを実際の発表のと

きにご注意いただくというお願いが１つ。 

 もう１つ、私が今日来ましたのは、最初に中村さんにお出しいただいたあの表の中で、

評価をして、それで中毒というのが私の頭の中にあったものですから、全然それじゃなく

て、もっと違うレベルだというのははっきり出していただかないと、とても大変なことに

なるんじゃないか。 

 魚種に関しては、既に発表したときに、キンメダイを避ける。あの表が載ったときには、

一律そうなったわけですね。そういったことについてどうするのかというのは、確かに食

品安全委員会とは関係ないことだけれども、それはマネジメントの部分であるけれども、

発表した段階で、新聞は必ずそれをやるわけですから、それについての対策みたいなもの

も、事務局なりにお考えいただかないといけないのかなと思います。 

 以上でございます。 

○中村 ありがとうございました。ご提言とご質問が幾つかありましたね。最初は質問で

す。見直しということですね。今回の基準の設定は、平成 15年（2003年）６月に出た注

意事項の見直しについてという評価になっているのです。これは諮問した厚生労働省です

ね。どなたかいらっしゃいますか。どうぞおっしゃってください。なぜ見直しなのか。そ

れのご説明がいただければ助かりますが。 

○近藤 今ご指摘ありましたので、私、厚生労働省の近藤と申します。よろしくお願いい

たします。 

 お手元にお配りをしております本日の参考資料２というものがございますけれども、１

枚紙の両面刷りとなっているものでございます。こちらの中に書いてございますように、

私ども、平成 15年６月に、一度この注意事項を公表させていただいております。その後、

国際機関、いわゆるＪＥＣＦＡといわれているところでございますが、こちらの方で、胎

児を対象とした暫定的耐容摂取量の見直しがなされたということが１点でございます。 

 さらに、諸外国におきましても、このＪＥＣＦＡの見直しを受けまして、新たに妊婦等

を対象とする注意事項を発出したり、または以前出していたものを改正したりするという

ような作業が行われております。 

 また、３点目といたしましては、我が国における魚介類の調査の結果、私ども、経年を

もってデータを集積しておりまして、その集積したものがかなりの量となり、また、公表
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できるものとなってきているという現状を踏まえまして、今回、食品安全委員会に食品健

康影響評価をお願いしたわけでございます。 

○中村 ありがとうございます。 

 ２点目は、食品安全委員会の事務局等々に対しての宿題もちょうだいいたしましたので、

西郷さん、何かございますか。この際、おっしゃっていただければと思いますが。 

○西郷 厳しいご指摘、どうもありがとうございます。難しいということと、あと、評価

機関とはいいつつ、リスクコミュニケーションということであれば、実際の生活にわかり

やすくやれということだと思います。 

 （パワーポイント映写） 

 今、もう１回スライドを上映させていただいております。最初に中村コーディネーター

からご説明のあったところでございますが、厚生労働省が、日本人が何を食べているのか

といったものをずっと調査して、今後、厚生労働省などで分析をされていくことになると

思いますけれども、水色の部分が 2003 年のデータでございます。現実の食生活のデータ

からいきますと、メチル水銀を摂取している量は平均で１日当たり 8.1μgということでご

ざいます。 

 その下の青いところが、魚介類以外から入ってきている部分。8.1から 1.28までの 6.82

の部分が魚介類から摂取しているという計算でございます。これはあくまでも平均でござ

います。 

 今度出た妊婦さん、胎児への影響は 2.0、あるいは、１日摂取量で計算すると 17.1μg

になります。この線はそれよりも大分上のところにある。また、一般人について、73年で

すと、上の点線の 24.3、あるいは 3.4というところである。 

 先ほど佐藤座長から出たいわゆる不確実性係数の計算のもとになるのは、毛髪の 11ppm

からまいった１日摂取量にすると 58.4 というところですね。そこから１/４というところ

になるわけですけれども、そこまでは大体安全だということなのです。 

 そこを見ますと、今の平均の生活をしていれば、基本的には、そう簡単に超えるような

数字にはなっていない評価結果が出ているというところではないかと受けとめております。 

 ただ、これは今後どのようなご指導とか政策を打っていかれるかということにつきまし

ては、これがもし答申された場合には、その管理省庁であられます厚生労働省あるいは農

林水産省、地方自治体の方々にもいろいろお考えいただくところになっていくのではない

かと考えているところでございます。 
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 ですから、私も専門家ではございませんけれども、普通に考えますれば、そう気にする

ような話にはなっていないのではないかと私は思っているところでございますが、いかが

でございましょうか。ご指摘ありがとうございました。 

○中村 ありがとうございます。ぜひきめ細かい検討と情報の提供をお願いいたしたいと

思います。 

 まだまだご質問あるいはご意見等々、あるいはご提言等々があるかと思いますけれども、

時間がだんだん迫ってまいりました。 

 先ほど佐藤座長のお話がありましたように、皆さんのお手元にあります資料３の最後の

「今後の課題」も残されております。今後、どこがやるかは別にしましても、どこかがこ

ういう検討をしなければならないものですから、これはぜひウオッチをして、ぜひやって

いただければなと思っております。 

 今日は、パネラーの方、食品安全委員会から小泉委員もおいでいただいたのですが、た

くさんのご指摘、ご提言もいただきました。 

 結論めいて恐縮ですが、今日私が感じましたことは、こういう基準を出されるとき、あ

るいはご提示されるときには、ぜひ背景とかをきちんとご説明いただければなと思ってお

ります。背景とか中身がわかりませんと、無用な誤解を生むおそれがあります。ですから、

正確に伝わるためには、背景はきちんと伝わらなければならない。先ほど申し上げました

ように、情報はきめ細かく伝えなければなりませんので、ぜひそういうご努力をしていた

だければと思っております。 

 何度もいいますけれども、コミュニケーションというのは一方的な周知ではありません。

ぜひ皆様方からのいろんなご意見、ご提言、あるいは悩み、疑問といったものをいただい

て、意見の交流をしないとコミュニケーションがとれないと思っております。 

 そういう意味でも、今日はフロアからのご指摘の時間を比較的とったつもりでございま

すので、これを機会に、同じような会がありましたら、ぜひいろんなご意見、ご提言をい

ただければなと思っております。 

 食品安全委員会の方では、最初に西郷さんからお話がありましたように、７月 22 日ま

で、今回の佐藤座長以下がおまとめになられましたメチル水銀の基準についての一般から

のご意見、パブリックコメントと申しておりますが、を募集しております。今日の意見交

換会のご意見でも結構ですので、ぜひ皆様方からたくさんのご意見、コメントをいただけ

ればなと思っております。それを参考に、また食品安全委員会の方でいろんな対策、厚生
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労働省、農林水産省、水産庁等を巻き込んで、いろんな対応をとっていただければなと思

っておりますので、ぜひお願いいたします。 

 ちょうど時間が参りましたので、いい足りないことはたくさんあるかと思いますけれど

も、また別の機会に、会を改めましてご指摘いただければと思っております。 

 とりあえず、今日はこれでおしまいにしたいと思いますが、きょうご参集のパネラーの

方に改めて拍手で感謝の気持ちをあらわしたいと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。（拍手） 

○司会 どうもありがとうございました。パネリストの皆様、中村コーディネーター、本

当にお疲れさまでございました。 

 

（５）閉会挨拶 

○司会 それでは、ここで最後に、今日の意見交換会の締めくくりとしまして、小泉委員

からごあいさつをお願いいたします。 

○小泉委員 本日は、いろいろな討論、熱心にご議論いただきましてありがとうございま

した。 

 今後は、このようなご意見を生かしまして、案の決定に役立たせていただきたいと思い

ます。 

 ただ、今回の意見交換会で１つ出なかった内容といいますのは、やはり魚介類摂取のメ

リットの面ですね。そういったところにも配慮しながら、今後、厚労省の方で適切な摂食

指導をお願いしたいと思っております。 

 本日は、本当にどうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 

（６）閉会 

○司会 それでは、これをもちまして本日の意見交換会を終了させていただきます。いろ

いろ熱心なご討議ありがとうございました。今後ともひとつよろしくお願いいたします。 

 なお、アンケートにご記入いただきましたらば、受付の方によろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

午後５時００分 閉会 
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